
3－3給与・諸手当

1 給与

(1)給与の基本原則

地方公務員法

第14条

教職員の給与は，地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従って決定される。

ア情勢適応の原則

地方公共団体は職員の給皇勤豫1寺間その他の勤務条件が祖会一般の情勢に適応するよう

に適当な措置を講じなければならない

イ均衡の原則

同法 第24条2職員の給与は，次の5点を考慮して定めなければならなしも

(ｱ）生計費(生活費を維持するための費用）

(ｲ）国家公務員の給与

(ｳ）他の地方公務員団体の職員の給与

(ｪ）民間企業従業員の給与

(ｵ）その他の事情

ウ職務給の原則

同法 第24条1職員の給与は，その職務と責任に応ずるものでなければならない。

エ条例主義の原則

同法 第24条5職員の給与,璽瀞寺間その他の勤務条件は県民の代表である議会が制定する条例で決定さ

ている。この条例に基づかない限り職員の給与を支給することはできなし％

(2)給料

給与条例 鍛条
／／
，／~

給料は，正規の勤湧瑚謝による勤務に対する報酬であって諸手当を除いたものである。

鞠龍繊又は

4級力應識頁
＋ 十二＝＝

脇ヨ 「給料の月額」 と艫罷豐額勧ﾛえた給料額の事であり， ［給料月調とは給料表の給料

額であり，調整額は含まなし、

(3)給料表の種類と適用範囲

同条例 第3条
ソ

~

~

他に，医療職（一） 。 （三） ，公安職研究職
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当該給料表の級，

号給の額（給料月調

給料

(給料の月調

卿
撫

給料表の種類

行政職

教罰競（一）

教育職（二）

医療職（二）
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(4)総料の支給

ア支給日

毎月21日 (21日が週休日又は休日に当たるときは，週休日又は休日でない直前の日）

イ支給方法

（ｱ）給料i式月の1日から末日までの期間について，その月額の全額を支給する。

（ｲ）新たに職員になった者には，その日から給料を支給し，昇給降給等により給Ms賑に異

動を生じた者には，その日から新たに定められた給料を支給する。

（ｳ）離職したときは，その日まで給料を支給する。

（工）死亡したときは，その月まで給料を支給する。

〔圏死亡日が月の中途であっても’か月分全額を支給する。

（鋤上記(ｲ)(ｳ)により給料を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外の場合

又は月の末日まで支給するとき以外のときは給料を日課儲算して支給する。

日曹儲算（1ヶ月未満の給糾計算）

給与規則蝿9条
ノ

同条例

同条例
ザ

〆

Ｆ

Ｆ

条

条

猫
識

織相額
×勤務日数その月の現日数－その月の週休日の日数

(5)昇格

昇格とは,職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(6)昇給

昇給とは,職務の級内において職員の号給を現に受けている号給より上位の号給に変更するこ

とをいう。

ア昇給

（ｱ）普通昇給の時期は1月1日の年1回である。

（ｲ）その者の昇給日前1年間における勤務成績等に応じて行うものとされている。

（ｳ）昇給は属する職務の級の最高号給を超えて行うことはできな↓も

イ昇給の号数（良好な成績で勤務した職員の場合）

同規則

撤条,灘0条
~／

／~

同条例 第4条

窯3条

撫条6

第4条9

鰡条7

同規則

同条例

同条例

〔湖璽鰯成績が良好と認められない場合とは

（ｱ）私傷病,介護榊殿等により，昇給期間の6分の1以上の日数を勤務しなかった場合ろ

（ｲ）昇給期間において，停職減給又は戒告の処分を受けた場合も

（ｳ）その他の場合。

ウ特定職員

行政給料表において7級以上の職員及びそれに相当する職員。

ただし，教育職給料表（一） . （二）適用者及びエの職員を除く。

エ昇給抑制職員

55歳以上に達した日以降における最初の3月31日を越えて在職する職員。

鰡6条同規則

第36条同規則

翻条8同条例
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一般職員

特定職員

昇給抑制職員

4号

3号

2号
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(7)給料の減額

給料が減額される場合，その勤務しない1時間につき，勤務1時間あたりの給与額を減額し給与条例第12条1

て給与を支給する。 ／

到膀1時間あたりの給与額＝

同条例 第16条／

同規則第60条の2

(給料の月額十月額で支払われる手当※）×12月

〆 。
日
日
あ
日
一
ノ

I

7時間45分

(1日あたりの

38時間45分

(1週間あたりの ×52週一

／

×

勤務時間）勤務時間）

L
減ずる額＝勤務1時間あたりの給与額×欠郵寺間数

※月額で支払われる手当

一羽野…学
初任給調整手当，地域手当，等々

(8)給料の半減

職員が負傷又は疾病陥核性疾患を除く）のため,任命権者の承認を得て引き続き90日0戎人

病等にあっては6月）を超えて勤務しないときは17ﾄ職等の場合を除き，給料の2分の1を減じて

給与を支給する。

〔注〕通常は半減を行わず,休職による扱いがなされる。 同条例 第7条
／

(9)給料の調整額

が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく將殊7は，職務内容，勤務給料の

職を占める職員に支給される。これは，給料月額を調整する趣旨のものであって，手当ではなし同規則 第52条

BI医第9表 ／
給料の調整額

｜勤務箇所市町立の小学校及び中学校

｜職員学歴t育法第81条に定める特別支援学級を担当し,繩ﾘ支援教育に I
直接従事することを本務とする職員

I 言障方法給料の調整額＝調整基本額×調整数

調整基本額及び調整数については

「給与・諸手当編巻末給与諸手当一覧表参卿

’－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－‐画一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一...－－－－－－－－－－－－－－国一一画＝－－．,．－－－－－ョ
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土曜日にあたる祝日

法による休日及び日

曜日又は土曜日にあ

たる年末年始の休日

の日数

祝日法に

よる休日

及び年末

年始の体

日の日数



3－3給与・諸手当

給与特例措置条例

第3,4,5条

0)教職調整額と4鋤ﾛ算額

ア教墹談歴額は，教育職員刎音驍と勤務飼羨oソ瞬性に着目し，教育職員の勤務については

鐵務時間の内外を問わず包括的に評価すべきであるという趣旨から，現行の時間外勤務手当等

の制度ば適用しないものとし， これに替えて給料相当性格を有する給与として支給される。

（ｱ）支給範囲教育職（一） ． （二）の1級， 2級及び3級である者

（ｲ）支給額給料月額× 4/100

イ4級力瞬額

教育職給料表（一） ． （二）の適用を受ける4級の教育職員（副校長及び教頭）には，

この調整額の支給を受けない者の特例としていわゆる4級加算額が給料月額に加算され

る。これは3級及び2級のこの調整額受給者との逆転を阻止しようという措置である。

教職調整額同様， 「給料の月額」に含まれる。

〔注〕給料の調整額,教職調整額及び4級加障額は,一般に給料とみなされ下記の手当等の算仕

基礎となる。

(1

教1謝合早侍例条例

第二の3の運用

ノ

《給料の調整額力嘆出基礎となる手当》

･時間外勤務手当

｜ ・勤務一時間あたりの給料額
・地域手当 ・退職手当

・へき地手当 ・休職者の給料

・期末手当 ・共済組合の給付，掛金

卜 ・勤勉手当 ・災害補償の額
・へき地手当に準ずる手当

･勤務一時間あたりの給料額

･地域手当 ・退職手当

･へき地手当 ・休職者の給料

･期末手当 ・共済組合の給付，掛金

･勤勉手当 ・災害補償の額

･へき地手当に準ずる手当

･勤務一時間あたりの給料額

･地域手当 ・退職手当

･へき地手当 ・休職者の給料

･期末手当 ・共済組合の給付，掛金

･勤勉手当 ・災害補償の額

･へき地手当に準ずる手当

・定ﾛ詩ﾘ通信教育手当

・産業教育手当

《教職調整額と4繩ﾛ算額が算出基礎となる手当》
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3－3給与・諸手当
／

’【支給日】

支給日給与の種類
斜

毎月21日

（趣木日又は休日の場合は，週休日又は休日ではない直前の日）

管理職手当

地域手当

扶養手当

住居手当

単身赴任手当

特勤手当(月調

教員特別手当

定通手当

産業教育手当

通勤手当

寒冷地手当

特地・へき地手当

給料に同じ

管理職員特別勤務手当

特勤手当(日調

時間外勤務手当

休日勤務手当

翌月の給料支給日

期末手当

勤勉手当

6月30日, 12月10日

(週休日又は休日の場合は，週休日又は休日ではない直前の日）

10月の給料支給日

2月の給料支給日

6月の給料支給日

児童手当 分

分

分

月

月

月

９

１

５

一

一

一

６

ｍ

２

3－49



3－3給与・諸手当

【日割計算】

給

料

月

額

の

異

動

＝

目 減 減専 停 半離採 私

傷

病

休

職

刑公死

務

休

事

休
給与の種類

減職 職 給 額職 体用 職 亡 従

給 料 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×××

○給料の調整額 ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ××× ×

管理職手当 ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ × × ×× ×

扶養手当 ○ ○○ ○ ○ × × ×× ×× ×

地域手当 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×× ×

住居手当 ○ ○ ○ ○ ○ × ×× × × × ×
、‘

単身赴任手当 ○ ○ ○ ○ ○ × ×× × × × × ×

教員踊り手当 ※○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ××× × ×

教職調整額 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×× ×

(1)月の途中において，上記の事由が生じた場合（又は消滅した場合）

○・ ・ ・ ・ ・ ・ ・日割計算により支給する。

×・ ・ ・ ・ ・ ・ ・日割計算をしない。

※月の途中において，号給の異動を生じた場合は， 日害帰算

(2)原則として，給与のf鑿朗I｣に日害I情|算を行う。ただし，給料,給料の調整額は，

計算を行う。

［注］教職調整額は，別に日害帰算する。

｢給料」として合わせて日割

(3)端鐵処理事由発生（消獅の官確の日害I願を立樹処理することなく合計し，合計額の端数を切り捨てる。
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2諸手当

(1)管理職手当

管理又は監督の地位にある職員の職のうち，人事委員会規則で指定するものについてそ

の特殊性に基づいて支給される。

ア支給範囲及び支給額

（ｱ）支給範囲及ひ渋給害恰一覧表（給与当編参照）

（ｲ）兼務する職に係る管副職手当

支給しなしもただし，特別の事由がある場合は,人事委員会の承認を得て支給する

ことができる。

（ｳ）代理，心得等として発令されている場合

給与規貝I腸|辰第10条に掲げる職が欠員の場合,又はその職を占める職員が休職にされ

ている場合にその職について代理,心得等として発令されその職"雅驍を行う職員に

は併任の場合を除き，そ”職について定められている管理職手当を支給する。

イ支給方法

（ｱ）給料の支払方法に準じて支給する。

（ｲ）支給停止

職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次に該当する場合は当月

分を支給しなし％

a外国に出張の場合

b勤務しなかった場合(ただし,公務上の負傷疾尻通勤災害に認定された特休･休

職の場合は除く）

ウその他

管理職手当が支給される者には時間外勤務手当，休日勤務手当，夜間勤務手当等は支

給されない

(2)管理職員#"l1勤務手当

管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給される職員(以下「管理監督職員」 とい

う。 ）が，次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に支給される。

支給額(給与手当編参照）

(1)臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日

等(以下「週休日等」 という。 ）に勤務した場合

(2)災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から

午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合

※なお、 (1)の勤務で、週休日等に勤務する場合は、週休日の振替若しくは4時間の勤

務時間の割振り変更又は休日の代休日の指定で対応することが原則である。

／

／

条

条

識
認

給与条例

同規則

２
／
２
／

の

の

条

条

７

２

１

６

第

第

同条例

同規則
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(3) 扶養手当

他に生計の途がなく，主としてその職員の扶養を受けて生計を営んでいると

認められる扶養親族を有するものに支給される。

ア支給条件

給与条例
条

~

~

９

／

第

(ｱ)扶養手当を受けられる被扶養者の範囲

a 配偶者

内縁関係，民法上の不適法婚を始め，届出をしないが事実上婚姻関係

と|司様の事情にあるものを含む。

b子

1親等の直系血族である卑属で，満22歳に達する日以降の最初の3

月31日以前であること。

(a)実子は嫡出であるか否かは問わないが，職員が男子であるときは，

認知した子に限る。

(b)養子は民法の規定に従って養子縁組をしたものに限られる。

(c)継子（連子）は姻族なので養子縁組していなければ扶養親族の範囲

に入らない。

c 孫

2親等の直系血族である卑属で満22歳に達する日以降の最初の3月

31日以前であること。他は子の例に準ずる。

d弟妹

2親等の傍系血族で，満22歳に達する日以降の最初の3月31日以前

であること。

(a)職員が養子であるときの養家の弟妹及び異父母弟妹を含む。

(b)配偶者の兄弟姉妹及び継父母の連子は，姻族なので扶養の範囲に入

らない。

e 父母

1親等の直系血族である尊属，満60歳以上であること。

(a)実父母は，その職員が他人の養子になっている場合でも実父母であ

ることに代わりはない。事情によっては，実父母，養父母ともに扶

養親族になることもある。

(b)養父母は，民法上の養子縁組をした場合に限られる。 したがって，

婚家の姓を名乗っていても，養子縁組をしない限りは範囲に入らな

い。

(c)配偶者の父母又は，継父母はいずれも姻族であるから扶養の範囲に

は入らない。

(d)別居している場合は，職員が親族として扶養する立場にあり，父母

等の収入の合計の3分の1以上を負担していることを条件とする。

f 祖父母

2親等の直系血族である尊属で，満60歳以上であること。他は父母

の例に準ずる。
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g 重度心身障害者

疾病又は負傷による心身の障害の程度が，回復が期待できず，終身労

務に服することができないこと。

血族・姻族といったいわゆる親族でなくても，主として職員の扶養を

受けている者であれば扶養の範囲に入る。

[扶養手当を受けられる範囲図］

＊この他に, g重度心身障害者

f祖父母

e父母

｜

’a配偶者
d弟妹

｜

’

b子

c孫

(ｲ)支給基準

a 前記いずれも扶養の事実発生日以降1年間に見込まれる勤労所得，資

産所得,事業所得等の合計額が130万円を超えない者であること。また，

民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けていないものであ

ること。

※所得額が130万円を超えた場合は，遡って返納することもある。

b将来に向かって雇用の継続が予想され，その所得が月額108,333円以

上であれば，その就職期間中は扶養親族たる要件を欠くことになる。ま

た，雇用が期限つきの契約で，その予想される年額が130万円未満であ

れば就職期間も引き続き扶養親族となる。

c 「所得の合計額」 とは，所得税法でいう所得控除後の額（必要経費控

除後の額）ではなく，控除前の総所得をいう。

d恩給法又は恩給条例等の規定による扶助料の受給者に扶養家族がある

場合は，その家族（遺族）数に応じて加算される加給額は「扶養手当に

相当する額」には該当しない。また，児童手当，児童扶養手当も同様。

e ・ 「勤労所得，資産所得，事業所得等」には，年金，恩給，扶助料，失

業給付金，他人からの仕送りが含まれる。

f 職員本人が停職にされたり，専従許可を受けたり，又は育児休業や大

学院就学休業を取得したりしている場合は，その期間中は扶養手当は支

給されない。

支給額

給与諸手当編巻末給料･諸手当等一覧表参照

支給の始期，終期，改定の時期

給与規則

第54条 ／

同条例及び施行規

則運用について
／

第12

イ

同条例第9条3 ′

ウ
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(ｱ）支給の始期

a 届出が事実の生じた日 （別表参照）から15日以内になされた場合

(a)事実の生じた日が月の初日であるとき

事実の生じた日の属する月から支給

(b)事実の生じた日が月の2日以降であるとき

事実の生じた日の属する月の翌月から支給

b届出が事実の生じた日から15日を経過した後になされた場合

(a)届出を受理した日が月の初日であるとき

届出を受理した日の属する月から支給

(b)届出を受理した日が月の2日以降であるとき

届出を受理した日の属する月の翌月から支給

※職員が遠隔又は交通不便の地にあり，届出書類の送達に時日を要

する場合は，職員が届出書類を発送した日を持って｢受理した日」と

見なすことができる。

※ 「 ・ ・ ・の日から○日」 という場合，初日は不算入

(ｲ）支給の終期

a 事実の生じた日が月の初日である場合

事実の生じた日の属する月の前月をもって終了

b 事実の生じた日が月の2日以降であるとき

事実の生じた日の属する月をもって終了

(ｳ）改定の時期

a 増額改定 「(ｱ)支給の始期」に同じ

b減額改定 「(ｲ)支給の終期」に同じ

支給方法

(ｱ)給料の支給方法に準じて支給する。

(ｲ)職員が次に掲げる事由によって，給料を減額されたときにおいても，扶

養手当は減額されない。

a 欠勤等により給与を減額された場合（給与条例第12条1項関係）

b 90日以上の病休取得により給与を半減された場合（同2項関係）

c懲戒処分として給料を減じられた場合（ただし停職を除く）

届出

職員が次の事由に該当するに至ったときは，任命権者に届けなければなら

ない。

(ｱ)認定

a 採用

新採職員に扶養親族がある場合は，採用日を事実発生日とする。

b結婚

婚姻日，又は事実上婚姻関係と同様の事実が発生した日(挙式の日等）

を事実発生日とする。

c 出生

給与条例

第10条2
‘ ／′

同条例第10条3

／

こ工

オ

同条例第10条

／
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d離職

退職した日の翌日 （退職した日の給与が支払われない場合は退職の

当日）を事実発生日とする。

e満60歳

満60歳の誕生日を事実発生日とする。

f 養子縁組

養子縁組をしたことを届け出た日を事実発生日とする。

終了

a 死亡

死亡日を事実発生日とする。

b就職

c満22歳年度末

満22歳に達する日以降の最初の4月1日を事実発生日とする。

（終了の届は不要）

d年金等受給者

受給者が裁定（改定）の通知を受け取った日を事実発生日とする。

その他

a 雇用保険給付金受給者

・ 給付金支給開始の日

・ 受給資格喪失の翌日から

b 育児給付金（育児手当金）受給者

・給付金支給開始（育児休業開始）の日

ただし，その所得（1年以内の復職後の所得を含む）が基準年額未

になると推定される場合に限る。

・給付金が支給されなくなった日

・育児休業終了日まで

が基準年額未

(ｲ）

(ｳ）

満
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扶養手当の認定

添付書類等

所得等の証明
扶養親族区分

その他続柄の証明

事実婚の場合に

は、世帯全員の

住民票を添付

配偶者の戸籍抄本 所得証明

（退職した場合、退職証明）配偶者(事実婚含む）

夫婦相互の所得

証明を添付
所得証明

(退職した場合、退職証明)、
年金支払通知書、年金改定通
知書

60歳以上の父母、祖父母
、

大学生等でアル

バイト等の収入

がある場合は、

所得証明も添付

中学生まで

濡腫生|調
大学・各種学校等

高校生

・戸籍謄本又は抄本(職員と
の続柄が確認できるもの）

22歳年 在学証明書（生徒手帳の写し

でも可）ま

弟

末

の

、

、

度
で
子
孫
妹

在学証明書

所得証明

(退職した場合、退職証明）アルバイト等就労

医師の診断書重度心身障害者の戸籍抄本 所得証明
(退職した場合、退職証明)、
年金支払通知書、年金改定通
知書

重度心身障害者

･所得証明（市町村発行） ・ ・ ・給与所得等所得額及びその種類を確認する。

非課税の通勤手当を含めた総収入額については、雇用契約書や給与明細書により確認する。

なお、新たに就職する場合などは、会社等の「所得に関する証明」を徴し、向こう1年間の所得額を

確認する。

･退職証明・ ・ ・退職した場合に退職辞令、退職証明書又は離職票で確認する。

･年金・ ・ ・市町村発行の所得証明には非課税年金（遺族基礎年金、恩給、個人年金など）が記載されて

いないので、受給の有無を確認する。

重度心身障害者に係る認定後の確認行為時には、必ずしも医師の診断書は必要ではなく、書面による

当該障害者の現状報告及び障害者手帳の写しをもって確認しても差し支えない。

ただし、障害者手帳を更新した直後の確認行為時には、医師の診断書を提出させること。

･別居の場合

・住民票（マイナンバーの記載がないもの）…別居状況を確認する。

・仕送り状況の証明・ ・ ・振り込み通1帳の写し、現金書留の控えなど客観的に判断できるもの

・職員以外の親族からの仕送りについて確認する。

･被扶養者を他の者と共同して扶養する場合

・所得証明書源泉徴収票、確定申告書の写等・ ・ ・職員が主たる扶養者であることを確認する。
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(4)児童手当

児童手当は，次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するとい

う趣旨のもとに支給される。児童手当受給者は，児童手当の趣旨に従って，児童

手当を用いなければならない責務が法律上定められている。

ア支給要件

0歳から中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日）前の国内に

居住している児童を養育している日本在住者に支給される。児童が海外留学中

の場合は支給。

イ支給対象者

（ｱ）児童を監護し，かつこれと生計を同じくする父又は母（父母が国外に居住

児竜手当法

条

条

条

１

２

４

第

第

第

している場合は，父母指定者）

（ｲ）児童を監護し，かつこれと生計を同じくする未成年後見人

（ｳ）児童養護施設に入所している児童の場合は原則施設設置者

（工）里親等に養育されている児童については里親等

※父母が離婚協議中で別居している場合は， 同居している方を優先。

ウ支給額

年齢や出生順の区分に応じた額。

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

エ支給方法

6～9月分 10月の給料支給日にまとめて支給

10～1月分 2月の給料支給日にまとめて支給

2～5月分 6月の給料支給日にまとめて支給

オ支給の始期，終期及び改定の時期

（ｱ）支給の始期

受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から支給する。 ~

［注］ 5月1日出生の場合，扶養手当は5月分から，児童手当は

6月分から受給資格がある。

（ｲ）支給の終期

児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

（ｳ）改定の時期

a 増額改定 支給の始期に同じ

b減額改定 支給の終期に同じ

力認定請求等の手続きについて

第6条

第8条

条

条

９

８

第

第

(ｱ）今までに児童手当を受けたことがない者が，出生等により新たに受給資格

が生じた場合 く別表1〉 〈別表2〉参照

○児童手当認定請求書（給与システム→「様式集」より出力）

（添付書類）

・申請者の児童手当用所得証明書

・配偶者の児童手当用所得証明耆（配偶者控除を受けている場合は不要）

・受給資格者の世帯全員の住民票

［注］受給資格者が父母以外であるとき等の場合は， 当該事実を明らかに

することができる書類が必要である。

(ｲ）現在児童手当を受けている者で， 出生等により支給対象となる児童が増え
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た場合

○児童手当額改定認定請求書 （給与システム→「様式集」より出力）

（添付書類）

・申請者の児童手当用所得証明書

・配偶者の児童手当用所得証明書（配偶者控除を受けている場合は不要）

・受給者及び支給対象となる児童の属する世帯全員の住民票

［注］新たに支給要件に該当することになった児童について必要事項を記

入する。

（ｳ）年齢要件などより支給対象となる児童が減った場合

○児童手当額改定届（改定認定請求書と同じ様式）

（添付書類） なし （給与システム→「様式集」 より出力）

（工）支給対象の児童がいなくなった場合

○児童手当受給事由消滅届 （給与システム→「様式集」 より出力）

（添付書類） なし

キ児童手当現況届について

受給者は，毎年6月1日から30日の間に，その年の6月1日における状況を

記載した現況届を提出する。

○児童手当現況届（給与システム→「当月入力分チェックリスト」→

「帳票出力」より出力 6月例月期間中のみ出力可）

（添付書類）

・申請者及び申請者の配偶者の児童手当用所得証明書

・受給者及び支給対象となる児童の属する世帯全員の住民票

［注］現況届により，支給要件を欠くに至った場合は， 6月分以降は支給

されない。

ク公務員に関する特例

本来，児童手当の手続等は市町村の窓口で行うが，公務員（任期付職員を含

む）の場合は勤務先で行うこととしている。

ケ児童手当に係る寄附

受給資格者が，次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため， 当該

受給資格者に児童手当を支給する市町村に対し， 当該児童手当の額の全部又は

一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは， 当該市町村は， 当該受給資

格者に代わって受けることができる。

市町村は，規定により受けた寄附を，次代の社会を担う児童の健やかな育ち

を支援するために使用しなければならない。

．児童手当からの給食費等及び保育料の徴収

児童手当受給者から児童手当を学校給食費等や保育料に充てる旨の申し出が

あった場合，市町村が児童手当からこれらの費用を直接徴収できる制度となっ

ている。

保育料については児童手当受給者からの申し出に関わらず，市町村が直接児

童手当から保育料を徴収することができる制度となっている。

児童手当法

第20条

平成24年4月1日改正
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サ租税特別措置法に規定される譲渡所得に係る特別控除の適用

児童手当の所得制限の判定に係る所得の額について,租税特別措置法に規定さ

れる長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除（下表）の適用がある場合に

は，長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額を控除する。

【長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額】

児童手当法施行令

第3条1

譲 渡 条 件

収用交換などのために土地等を譲渡した場合

最大控除額

5，000万円

特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのた

めに土地等を譲渡した場合
2,000万円

特定住宅地造成事業などのために土地等を譲渡した場合

農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合

マイホーム（居住用財産）を譲渡した場合

1,500万円

8()0万円

3, ()()0万円

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した

国内にある土地等で，その年の1月1日において所有期間が5年

を超えるものを譲渡した場合

1,000万円

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において，都

市計画区域内にある一定の低未利用土地等で， その年の1月1日

において所有期間が5年を超えるものを500万円以下で売却した

場合

100万円

上記のうち2つ以上の適用を受ける場合 5,000万円

○これまでどおり世帯全員の住民票（マイナンバーの記載がないもの）及び所

得証明書の提出は必要であるが，別途給与担当者からの求めがない限り追加書

類提出は不要。
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く別表1＞

所得制限限度額一覧 H24年6月～

所得制限限度額(万円）扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

622.0

660.0

698.0

736.0

774.0

812.0

扶養親族等が6人以上の場合の限度額は， 1人につき38万円を加算した額

老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合の限度額は、老人控除対象配偶者
又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額

※必ず｢児童手当用｣の所得

証明書を提出すること

卿 (児童手当

市民税・県民税 （所得） 証明書

賦課期日 現在両
住所および氏名 ’

鰯ロ
卿Ⅱ

摘 要

I
年税額

職
＊＊＊＊

＝＝＝＝＝＝

＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊

僻粛泰、
篭'瀞箸|有り‘
一般2人

特定1人

老人0人

､居老豊0人
同居特別

障害加算 0人
配偶者特別

ノ
命
砕蝉||，

給与所得｢※①所得の合
厩I欄に記入する

所得金額

令和2年中
～

所得控除額
合 計

1
797，209円5， 100，000円

7 偶
者
右

ノ

・
扶
養
関
連
事
項

吋
７
曲
ｒ
ｈ
ｒ
出
叩
凸
Ⅱ

０

０

９

０

０

０

０

２

０

２

５

９

３

８

平型
費
一
金

一
料
藥
金
一
料
一
料
一
者者

辮
一
寄

療医計
1，440， （)00円

附
所
得
金
額
の
内
訳

社会保 険
歪
掛
一
険
一
険

小規模

共済等

生命保 ／ 0円

／0円｜ 本人非該当

： ”:! ,ゥ0円

0円f養菩邇両
0円基易一一礎
<菱

損害保

0円

夫

生

寡

学

年

・婦

労

老

寡

勤

本
人
該
当隙挿

7，910，606円

0円

収入

金額 430,000円

霞悪悪配偶者と扶養親族の合計数を 、
記入する。上記の場合、

「扶養親族3人十控除対象配偶者＝4人」

（注)配偶者特別控除に該当している場合は

、合計しない。 ‐ノ

以下､記載を省略しております。

＜別表2＞

控除額一覧

控除額

80，000 円

270,000 円

350,000 円

270,000 円

400,000 円

控除相当額

区 分

社会保険料相当額（一律控除）

勤労学生・寡婦控除

ひとり親控除

障害者控除（一人につき）

特別障害者控除（一人につき）

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除

[注1］控除相当額･ ･ ･所得証明書に記載されている控除額

[注2］老人扶養控除は平成18年6月廃止
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様式蕊‘号（記入例l
任命権者

石川ﾘI､教育委貝会

記入例 四
‐
⑭
詐
灯
．
・
雛
州
脹

児童手当・特例給付現況届
|※必ず記入 舛 提lH年j1p

殿 令和 3 ． 6 ． 26

凹
里
刺
○○
凶
~’

6 ' 1 ' @ | ， | ‘ | ， ｜
| ''川太‘‘
~ ,‘ |鱒|(馬〕7

１

２

３

1 、

Yi川太郎

")
配偶者

の有無
伽

所属
コード

職員
コード

3 1 5 6受

給

者

1 『監護｣とは､児童の生活について､通常必要とされる監
督･保護を行っていると社会通念上認められる実態が存
することをいい､児童の生計費負担や親権の有無は問
わない。

｢児童手当に係る海外留学に関
する申立書｣と｢留学先の在学副
明書等が必要です市立○○小学校 氏名所属 住

一

遇)座
生年
月fI 鞠‘1 ． ． ． ，ヨゾ性別（ 、

一二

／/′ 一

~~監護の有無
※3歳以上

小学校修T
前の児童○

印

※ﾉI,学校修
了後中学校
修了前の児

童○印

グー~

ィ ､
､一一〃

ﾉい

※児童との関係
で､咳当する場合

に○印

同居，別居
の別

生計
関係

海外留学をしてい
る場合の出国年月

※3歳未満

の児童○印氏 名 続柄 生年月日 住所
児
童
（
十
八
歳
未
満
全
員
）

三野 熟， 近L二2 ･未成年後見人･父母指定者
･同居父母

F< ④無~①” 平成年 月
令和

$； ﾄi求者に|$ ilじ206

維持

零百 こ且二コ石川花子 子<
所得制限額は以下のとおり．以下の金額一

を超える喝合は特例給付(月額5千円〕

1扶養親族等の数

峨謡:鯛
2人 698．0万円
3人 736．0万円

･未成年後見人

･父母指定者

･ lifI屑･父母④無’
一一

" ､

I 1

1 1
、＝グ③” "#': )] 同」9 ． 10

維持

同一

維持

ljl－

~維持

･未成年後見人
･父母指定者
･同居父母

灘|鶏縛児童が請求者がそ
平成

令洞I
求者自身の子である場合で､請L－－－－
の子と生計を同じくしているとき『 7丁 頭軍何一方

菅圃1文唾堕蜑1「
３

３

▲

Ｃ

Ｉ

Ｏ

捨

同・別

l
i

児童が請求者自身の子でない場合で､請｜~~
求者がその子の生計を維持しているときLﾕﾆ ﾕｰ延一
児童が冒

求者が弓

･未成ｲ'三後見人

･父母指定者
･同居父母嘩響嘩塗塾

平成
令和

､Iz成

令和 一

所得Ilillll4限没徹

a98Q000 1 [I
②控除後の所ｲﾘ額
① （八十B+C十､+E+F） 円

扶養親族等及び児童の数 2 人

(うち老人控除対象配似者及び老人扶養親族の合計数 人）

令和 2年分所得額
① 5,100,000

所得の状況
円

…，ロ令和 2 年分

所得の合計額

除怪

児童手当法施行令

鋪3条第1項による控除

8""" I｣] l

寡姉・＝寡夫． ｡ー勒労

学生控除額著酬労 ｜織

言志器，所得税上の控除額を記
入 ／

’
小 控除額

特障 人
雑扱控除額 医旅饗控除額

C 円 D IrlB l Ill lll 、①a/”0” 111
一

受付確認
年J1日

毎期支給額支給開始年jl 支給対象児童数 手当月区分令和 ‘3 ． 6 ． 26

ノ

3歳未満分

3銀以上小学校修了 lfj分

中学生分

計

P 虹

､ノ児童手当

・特例給{;1

U J

I'l

lII

l I j

０

０

０

０

０

０

ｏ

０

０

Ｑ

Ｑ

ｄ

Ｉ

Ｊ

２

認定

年月日
8α000 1T令和2 ． 6令和 2 人

三シー可一、

!X20. 000円×4月 I
｜ 校長上記のとおり認定する。

職名

氏名

取扱者
認印 |④④⑨

Ｉ
Ｉ
Ｌ

太枠で弼まれている欄は､記入しないでください。

雪
X.2I|抑とあ'ソ

最大10万円



様式第1号

児童手当・特例給付認定請求書
提出年月日任命権者

令和殿

｢~| ｜｜ ｜蕊l lll
l“｜

~塗|■龍|螺 ~ ~ 躍蕊| 有~ ！

職員
コード

氏箪名

配偶者
の有無

生年
月日

昭和

平成
有・無

所属
ｺード請

~

瀞
求

者

住 所所属

男 ・女性 別

※小学校修
了後中学校
修了前の児

童○印

※3歳以上

小学校修了
前の児童○
印

※児童との関係で、

該当する場合に○

印

監護の
有無

生計

関係

※3歳未満
の児童○印

同居･別居

の別

海外留学をしている
場合の出国年月

住所生年月日続鷺:柄氏 ~名
児

童

べ

十

八

歳

未

満

全

員

）

･未成年後見人
･父母指定者

･同居父母

同一
●

維持
鞘年 月

平成

令和
有・無同・別

･未成年後見人

･父母指定者

･同居父母

一

持

同
・
維

月年
成

和

一
叩
〒
〈
洞

平成
令和

有・無同・別

･未成年後見人
･父母指定者

･同居父母

同一
●

維持
鞘年月

平成

令和
有・無同・別

･未成年後見人

･父母指定者
･同居父母

同一
①

維持
蕊年月

平成

令和
有・無同・別

所得制限限度額

’
控除後の所得額扶養親族等及び児童の数 人

(うち70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数人）’
令和 年分所得額

所得の状況 円 円血
哩

控 除
令和 年分

所得の合計額

寡婦・ひとり親・勤労

学生控除額

障害者控除額

障 人・特障 人

小規模企業共済等

掛金控除額

児軍手当法施行令第3条第1項による控I計

最大10万円 8万円
医療費控除額雑損控除額

円 円 80,000円聖
円

叩
■円円

受付確認

年月日
毎期支給額手当月額支給対象児童数 区分支給開始年月令和

3歳未満分

3歳以上ﾉ1,学校修了前分

中学生分

計

円

リ

リ

リ

児童手当

特例給付

認定

年月日
円人令和令和

’
、
型
Ｉ
寺
。

上記のとおり認定する‘

職名

氏名

取扱者
認印

印

｜※太枠で囲まれている欄は､記入しないでください‘

挙彗
蝿辱揃



3－3 給与･諸手当

様式第2号

児童手当特例給付驚改急認定辱求篇
提出年月日任命権者

I ※
石川県教育委員会 令和 3 ． 7 ． 15

－

殿

｜ ， ｜ ‘ ｜ ‘3 4 5ヨ ｜ ： ｜ イ ｜ ， ’2 4

３

5 職員コード所属コード 621 6 1

受

給

者

○○市立○○小学校 石川太郎氏名所 属

昭和

平成

生年
月日

住 所 50 9 23

’
一一

⑬画 減 額増額又は減額の別
－

増額又は減額の原因となる児童

監護の
有無

生計
関係

※児童との関係で､該当
する場合に○印

海外留学をしている

場合の出国年月

同居・

別居の別
住 所続柄 生年月日氏名

こ且ヨ
･未成年後見人

･父母指定者③鴫（3 蕊年月謡…（
受給者に同じ別石川次郎

（ 窪3画維持

未成年後見人

父母指定者

同居父母

|司一
■

維持鞘年月
平成
令和

有･無同・別

･未成年後見人

･父母指定者

･同居父母

一
・
持

同

維騎‘ド 月
平成
令和

有･無同・別

･未成年後見人

･父母指定者

･同居父母

|司一
■

維持無年月
平成

令和
有･無同・別

･未成年後見人

･父母指定者

･同居父母

一
・
持

同

維灘年月
平成

令和
有･無同・別

ヘ

似箇増額した理由
也（ ）

死亡した

監護しなくなった

生計を同じくしなくなった

生計を維持しなくなった

日本国内に住所を有しなくなった

(留学を理由とするものを除く）

未成年後見人でなくなった

キ.父母指定者でなくなった

（児童の生計を維持する父母等の帰国）

ク.里親等への委託又は児童福祉施設等への入所

ケ.児童と同居しなくなった

（単身赴任の場合を除く）

．.その他（ ）

ア
イ
ウ
エ
オ

減額した理由

力

令和 3事由の発生した年月日
句

イ 3

支給対象
児童数

受付確認
年月日

毎期支給額手当月額増額支給開始年月令和 3 ． 7 ･ 15

3歳未満分
3蛾以上小学校
修了前分

中学生分

計

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１
１
１
，

５

０

０

５

１

１

１

３

円

円

円

円

認定

年月日
閨令和 3 ． 8令和 140,0003人

事務校長上記のとおり認定する。

職名

④
取扱者
認印 ④’

⑳氏名 金沢．

※太枠で囲まれている柵は､記入しないでください。
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3－3給与・諸手当

(5)通勤手当

通勤するために要する費用を直接負担している職員に，民間給与との均衡を

図り，生計費に及ぼしている通勤費の圧迫を緩和しようとする目的で支給され

る。

※1 通勤とは，勤務のため住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 出張によらないで． 月の全日数にわたって研修を受ける場合は， 当該

※1 通勤とは，勤務のため住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 出張によらないで， 月の全日数にわたって研修を受ける場合は， 当該

給与条例

第22条の6
／

研修所をもってその者の勤務公署として取り扱う。

支給

(ｱ）支給対象職員

a 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km以上ある職

員で次に該当する者。

［注］通勤距離とは，住居から勤務公署までに至る経路のうち，一般に

利用し得る最短の経路の長さをいう。

(a)通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」 という）

を利用して，その運賃又は料金（以下「運賃等」 という）を負担する

ことを常例とする職員

(b)通勤のため自動車その他の交通の用具（以下「自動車等」 という）

を使用することを常例とする職員

［注］交通の用具は， 自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車

とする。

(c) (a)と(b)を併用することを常例とする職員

b 片道2km未満であっても，通勤困難な職員で次に該当する者。

［注］通勤困難な職員とは，下記に該当する職員で，交通機関を利用し

又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると

任命権者が認めるものをいう。

(a)住居又は勤務交署のいずれかが，離島等にある職員

(b)労働基準法施行規則別表第2に掲げる程度の身体障害のため，歩行

することが著しく困難な職員

(ｲ）支給単位期間

a 支給単位期間とは

通勤手当支給の単位となる期間のことで，普通交通機関等，特別急行

列車等の区分に応じ，原則として次の期間とする。

(a)定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合

発行されている定期券のうち6か月を超えない範囲で最長通用期間

に相当する期間

(b)回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合

1か月

(c) 自動車等使用の場合

1か月

ア

給与規則

第76条13の2

同規則

第76条の21

／

同規則

第76条の16
／

給与条例

第22条の667
給与規則

第76条の22の3のl

／
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3－3給与・諸手当

定期券の種類(H20.7. 16現在）

定期券の適用期間の種類

lか月・ 3か月・ 6か月

分
一
Ｒ

区

~』
北陸鉄道 3か月

3か月

3か月

月

月

月

迅

、

コ

カ

カ

カ

ー

１

１

月

月

月

か

か

か

２

２

２

（

鉄

乗

ス

道

継

6か月

b 支給単位期間の特例

原貝l1は上記の通りであるが，支給単位期間の初日までに，定年退職そ

の他の離職長期研修，勤務態様の変更（普通勤務〈=>交替制勤務等） そ

の他人事委員会の定める事由が生ずる場合，返納が生じないよう支給単

位期間を調整して設定できる。

具体的事例

(a)特例に該当 定年退職長期研修(企業派遣研修・内地留学）

(b)特例に該当しない早期退職・産休・育休・休職等

c 支給単位期間の開始，終了，改定の時期

(a)通常の場合

扶養手当の項の「支給の開始，終了，改定の時期」 と同じ。

(b)月の途中に開始した休職等から復職等した場合

復職等した日の属する月の翌月 （その日が月の初日である場合にあ

っては，その日の属する月）から開始する。

［注］休職等とは,休職専従休職，外国機関等派遣，公益法人等派

遣，育休，大学院修学休業，停職をいう。ただし， 月の初日か

らの場合は(c)に該当する。

(c)長期出張等により， 月の初日から末日まで全日数にわたって通勤し

給与規貝ll

第76条の22の3の2

／

同規則

第76条の22の1

ノ

ないこととなった職員が再び通勤することとなった場合

再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

[注］長期出張等とは，出張，休暇，欠勤，産後休暇から引き続き育

休，病休から引き続き休職，その他の事由をいう。

(ｳ）支給額

通勤手当の額は，運賃，時間，距離等の事情に照らし，最も経済的かつ

合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出する。

a 普通交通機関等の場合

(a)定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合

1か月当たり60，000円を限度とし，支給単位期間に対応する通用期

間の定期券の価額

（1か月当たりの支給額の算出方法）

定期券の価額÷支給単位期間の月数

※端数は切り捨てずに計算する
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3－3給与・諸手当

(b)回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合

通勤21回分の運賃等の額

（回数券の月額計算方法(11枚綴りのもので計算する))

片道運賃× 2 （往復） × 10/ 11 × 21 (通勤回数）

※円未満切り捨て

b特別急行列車等の場合

特別急行列車等を利用することが必要となった場合，特別急行列車等

に係る特別料金等の2分の1相当額を， 1か月当たり20，000円を限度と

して加算する。

ただし，通勤距離60m以上，通勤時間90分以上で，特別急行列車等を

利用することで30分以上通勤時間が短縮するものに限る。

c 自家用車等の場合

片道の距離に応じた額（給与諸手当編巻末給料・諸手当一覧参照)。

支給限度額は, 51, 100円。

(a)経路及び距離

住居から勤務公署までに至る経路のうち，一般に利用し得る最短の

経路において，通常利用している住居の出入口から通常利用する勤務

公署の出入口まで測定した距離

(b)距離確認方法

国土地理院発行の地形図（縮尺5万分の1以上のものに限る｡）等に

より， キルビメーターを用いて測定。又は， インターネット上で公開

されている地図ソフトにより測定。

d 2以上の交通機関又は交通機関と交通用具併用の場合

1か月当たり60，000円を限度とし，定期券等の価額を合計した額。

支給日

a 基本的な定め

支給単位期間の最初の月の給料支給日

b その他の支給日等の定め

(a)支給日前に離職，死亡した場合

離職，死亡した際に支給

(b) 2以上の交通機関等を利用し，かつ，支給限度額を超えた場合

最長支給単位期間の最初の月の支給日に，すべての交通機関等に係

る通勤手当を一括して支給

給与規則

第76条の21の4

／

(工） 同規則

第76条の21の10

／

(例1）普通交通機関等利用者（限度額を超えない場合）

6か月JR定期券 : 93,750円

1か月当たりの額 : 15,625円(93,750円÷6か月）

' 5月 ’ 6月 ’ 7月 ’ 8月
6か月定期：93，750

7月 8月5月 6月

6か月定期：93，750

9月4月

JR

手当支給額 93，750
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(例2）普通交通機関等利用者

6か月JR定期券 ：

1か月当たりの額 ：

(限度額を超える場合）

420,000円

70，000円(420,000÷6か月）

| 5H | 6月 | 7月8月
6か月定期：420,000

1支給限度額60.000 × 420’000

5月 6月 7月 8月

6か月定期：420,000

4月 9月

JR

手当支給額 360,000

(例3） 2以上の普通交通機関等利用者（限度額を超えない場合）

6か月JR定期券 : 93,750円

3か月バス定期券 ： 26，930円

1か月当たりの額 : 24,601(2/3)円 ※(2/3)は端数

(JR15,625+バス8,976(2/3)円）

' 5月 ’ 6月 ’ 7月 ’ 8月 ’5月 6月 7月 8月4月 9月

6か月定期： 93，750JR

3か月定期：26，930 3か月定期：26，930バス

手当支給額 93，750＋26，930120,680 26，930

(例4） 2以上の普通交通機関等利用者（限度額を超える場合）

6か月JR定期券 : 340,300円

3か月バス定期券 ： 45，400円

1か月当たりの額 ： 71，850円

(JR56,716(2/3)+バス15, 133(1/3)円）

5月 ’ 6月 ’ 7月 ’ 8月 ’
6か月定期： 34(),300

]定期:45,400 1 3か月定期:4
支給限度額60,000×6月

5月 6月 7月 8月

6か月定期： 34(),300

3か月定期：4

4月 9月

JR

3か月定期：45，400 5，4()0バス

手当支給額 360,000

(例5） 2以上の普通交通機関等利用者（限度額を超え-ない場合）

6か月JR定期券 : 24,000円

バス回数券 ： 運賃210円

通勤21回分の運賃等の額 : 8,018円(210×2×10/11×21)

1か月当たりの額 : 12,018円(JR4,000+バス8,018円）

’ 5月 ’ 6月 ’ 7月 ’ 8月 ’5月 6月 7月 8月4月 9月

6か月定期：24，000JR

バス 8,018 8,018 8,018 8,018 8,018 8,018

手当支給額 32,018 8,018 8，018 8,018 8,018 8，018

(例6）北陸自動車道の利用者（限度額を超える場合）

自動車の手当額 ： 39，400円（使用距離: 83.0km)

北陸自動車道の運賃等相当額 ： 48，300円(ETC割引利用）

1か月当たりの額 : 87,700円(39,400円+48,300円）
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9月8月5月 6月 7月4月

自動車 39，4()039，400 39，400 39，400 39，400 39,400

運賃相当額 48，30048，300 48,300 48，300 48,30(） 48，300

手当支給額 60，00060,000 60,000 60，000 60,000 60，000

(ｵ）届出

次の事由に該当する場合，速やかに届出る。

・要件を具備するに至ったとき

・要件を欠くに至ったとき

・住居の変更

・通勤経路の変更

・運賃等の負担額の変更

(力）提出書類（教育事務所により異なる）

・通勤届

・通勤手当認定簿

・交通用具使用の場合はウェブ上で公開されている地図サイトの地図を

添付 （最短距離を朱書，実際の通勤経路を青書で示す｡）

・公共交通機関や北陸自動車道利用の場合は次の書類を添付

支払方法区分 提出書類

定期券，回数券，バス・鉄道

利用者
定期券，回数券, ICa

ICaの写し

ETC利用証明書ETC北陸自動車道

利用者 現金， クレジットカード 領収書
』

垂1垂－－－－－4且跡蛎AN弓'(硯
納イ返

支給単位期間中に一定の事由が生じた場合は，定期券の払戻額を返納する。

（支給単位期間が’か月の通勤手当（回数券．自動車等）は除く。）

(ｱ）返納事由

a 支給要件の欠如の場合

・人事異動’転居に伴って通勤距離が2k皿未満となった場合

・離職，死亡した場合

b通勤経路等又は運賃等の額の変更の場合

・通勤経路又は通勤方法の変更により，通勤手当の額が改定された場合

・運賃等の額の変更のため，通勤手当の額が改定された場合

c 月の途中に，休職専従，派遣，大学院修学休学，停職になった場合

で， 2以上の月にわたる場合

d長期出張等により， 月の初日から末日までの全日数にわたって通勤し

ない場合

(ｲ）返納額

a lか月当たりの運賃等相当額が支給限度額を超えない場合

給与条例

第22条の6の6

〆

同規則

第76条鯛シの！

給与規則 ノ

第76条22の2の2
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返納事由が生じた日の属する月の末日 （初日である場合又は長期出張

等により暦月の全日数通勤しない場合は，原則， 当該月の前月の末日）

に定期券を払戻したものとして得られる額（以下「払戻金相当額」 とい

う。）

※病休等の場合などに， 月の全日数にわたって通勤しなくなることが

前月末において予見しがたい場合の払戻金相当額の算出基礎となる返

納時期は，勤務しなかった月の月末に定期券を払戻したものとした額

※返納対象

通勤経路等の変更の場合は， 当該変更のあった交通機関等（支給限

度額を超える場合はすべての交通機関等）

その他の場合は，すべての交通機関等

b lか月当たりの運賃等相当額が支給限度額を超えた場合

それぞれ，①か②いずれか低い額

(a) 1つの交通機関等を利用する場合

①60,000円（支給限度額） ×最長支給単位期間の残り月数(X1)

②払戻金相当額

(b) 2つ以上の交通機関等を利用する者又は併用者

①60，000円（支給限度額） ×最長支給単位期間の残り月数

②払戻金相当額及び人事委員会の定める額（※2）の合計額

※1 返納事由が生じた日の属する月の翌月（これが月の初日の場合は

当該月）から最長支給単位期間の最後の月までの月数

※2 「未使用定期券の価額， 回数乗車券×残月数， 自動車等×残月数」

兼務職員の通勤手当

兼務職員の経費負担は本務校において対応し，手当は通勤回数により案分

するものとする。ただし，教育事務所により取扱いが異なる場合がある。

(ｱ）支給額

a 交通用具等の場合

本務所属，兼務所属それぞれの勤務公署に通勤する手当月額を，通勤

回数が週で決められているときは，週で比例した額の合計， 月で決めら

れている時は月の勤務日数に比例した額の合計。

※【非課税限度額】H27年度より兼務職員の通勤手当の非課税限度額の

計算は従来の按分計算はせず本務校の週の勤務日数が、兼務校の週の勤

務日数より多い場合は、それぞれの通勤距離にかかわらず本務校の非課

税限度額が摘要される。

b交通機関等の場合

本務所属への通勤に要する額（定期券又は回数券による額のいずれか

低廉な額） と兼務所属への通勤に要する額（定期券又は回数券による額

のいずれか低廉な額）を合算した額。

ウ

兼務職員の通勤

手当について

平10．4． 1付

教庶収第115号

初任者研修にか

かる通勤手当の

取り扱いについ

て

平15.4. 11付

教職号外
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c 併用の場合

一方の所属には交通用具等，他方の所属には交通機関等で通勤して

いる職員については，交通用具等については比例した額交通機関等に

ついては定期券又は回数券のいずれか低廉な額の合算した額とする。

(例) aの場合

A校（本務校) B校C校 3校兼務の場合

自宅→A校週3日片道8.7km支給月額6, 100円

B校週1日 9.3m 6, 100円

C校週1日 11.2km 7, 100円

特例通勤手当額（月額）

(6, 100円×3回)+(6, 100×1回)+(7, 100円×1回）
＝6，300円

5（週勤務日数合計）

特例通勤手当非課税額（月額）

A校(本務校)の距離8.7km

通勤手当の非課税限度額一覧より 非課税額4，200円

(ｲ）提出書類

・通勤届(A校B校C校) 3部

・通勤手当認定簿 1部

通勤手当の非課税限度額一覧

非課税限度額

lか月運賃等の額（限度額150,000円）

通勤方法の区分

①交通機関等

②交通用具使用

｜片道通勤距離 全額課税

4，200円

7, 100円

12,900円

18,700円

24,400円

28,000円

31,600円

2kln未満

2km以上10km未満

10km以上15km未満

15km以上25km未満

25km以上35hm未満

35km以上45km未満

45km以上55km未満

55km以上

①と②の併用 ①と②の該当する額を合計した額

（限度額150,000円）

3－69



3－3給与・諸手当

エその他（通勤経路認定）

（ｱ）北陸自動車道， 旧能登有料道路（のと里山海道)， 田鶴浜道路の利用につ

いて

a 北陸自動車道， 旧能登有料道路（のと里山海道)， 田鶴浜道路を利用し

ない場合の距離が60km以上であり，かつ,利用距離が30km以上の場合，

通常の経路と認める。

b 北陸自動車道， 旧能登有料道路（のと里山海道)， 田鶴浜道路を利用し

ない場合の通勤時間が90分以上である職員が, 30km以上利用することに

より，通勤時間が30分以上短縮される場合,通常の経路と認める。

（ｲ）能越自動車道田鶴浜道路

輪島・珠洲地区と七尾・鹿島地区を結ぶ区間に限り，旧能登有料道路（の

と里山海道）の一部とし，通常の経路と認める。

（ｳ）大型バイパス道路等の利用について

長距離の通勤で，大型バイパス道路等（加賀産業道路，小松バイパス，

山側環状道路）の全区間又は大部分を利用する場合， 当該通勤者のうち過

半数以上が大型バイパス等を利用している場合は，一般に利用し得る経路

として認定しても差し支えない。

非常勤講師等の通勤に係る費用弁償

公立小中学校に勤務する非常勤講師等には， その勤務校に通勤するために

要する費用が支給される。

(ｱ）支給対象職員

石川県教育委員会が任用した市町立小中学校に勤務する非常勤職員

(ｲ）対象経費

公共交通機関又は自動車その他の交通用具を利用して通勤した場合に要

する経費

(ｳ）路程の認定及び支給額の算定等

a 路程は，居住地から勤務校までの往復距離とする。

b 路程の認定及び支給額の算定は，教育事務所で行う。

c 支給はlか月単位とする。

d公共交通機関を利用して通勤した場合は， 当該公共交通機関の路線を

路程とする。

e 勤務校が2以上ある場合、勤務校間の移動は経路として認定しない。

勤務校間の移動は、旅行とする。

オ

公立学校非常勤講

師等の費用弁償支

給要領
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､瓢40)}い；(衣城繊腓峨）
与。諸手当

／,瓠￥(ﾕタ 3 3給

嚥葱,魍映州恩鋭｡隣 ”誠I,WAWW､3熱立菖k卿.円（ ｪ）

片道の

使用距離

～22～4 ～6 ～8 ~10 ~12 ~14 ~16 ~18 ～20～2

／日額 614104 209 247 290 338 390 442 500
Iー『一F7

00イ

片道の

使用距離

～34 ～44～24 ～26 ～28 ~30 ～32 ～36 ～38 ~40 ～42

日額 728 783 838 890 94567］ 1, 1971．054 1, 109 1． 1611,000

片道の

使用距離

～66～56～46 ～48 ～50 ～52 ～54 ～58 ～60 ～62 へ'64

日額 1,300 1,333 1．369 1,404 1．438 1．504 1,535 1．5661，233 1,266 1，47］

片道の

使用距離

～88～74 ～76 ～78 ～86～68 ～70 ～72 ~80 ～82 ～84

日額 1，628 1,659 1,690 1，721 1,752 1．783 1,814 1,845 1,876 1,9071,597

片道の

使用距離

～96 ～98～92 ～94～90 ～110～100 ～102 ～104 ～106 ～108

日額 2，092 2－2471，938 1,969 2，000 2,030 2,061 2, 123 2, 154 2, 185 2,216

120

以卜

片道の

使用距離

～114 ～116 ～118 ～120～112

日額 2，278 2,309 2,340 2,371 2,402 2，433

＊片道の使用距離は、 120km以上の区分を除き、すべて「未満」 とする。

※北陸自動車道を利用する場合は、別途定めるものとする。

支給日

継続者当月分を翌月10日までに支給

退職者退職日以降において速やかに支給

提出書類（教育事務所により異なる）

・出勤簿(写）

・旅行命令簿兼計算書(写）

・費用弁償支給台帳〆

(ｵ）

a

b

(力）

|…’誘驫名
識o 整理番号

筆 号

非常勤讓師

○○CO

旅行命令簿兼計算書 金沢市立○つ小学校

確
一
唾

公立学技非常勤講師等の菱用弁償支給要領第4項の表;こ定鶏る額により算出摘要

。 ‘ ， | § ‘ § |‘ | ， ． ， |“‘‘
､素|ざぎぎ｢~｢~ざ引龍

嘘!“|蝿‘ﾖ !‘‘w| ‘， ‘， 蕊 " 鰻 蕊"･'雲2*'霊:…,‘
ncccccll l l l ＝

経 路
用霧地 基本額〈B）

経由 ｜ 距鍵
用霧地 基本額〈B》

日数計(A)CO年旅行

年月屡
淡裁瓶

15B1s月

用塞内容校長 教頭 係 発令年月日 出発地

’
舞

④
…

④ ④ 病休代替 金沢市CO町令和C竿'＠月1日 (住居》 12．6 390

~

厩

支綣額《月計） 執>×綿） 5鯵850
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(6)住居手当

給与条例

第10条の5

／

借家等に居住し， 月額10,000円を超える家賃を支払っている職員で， 自らが

契約者であるものに支給される。

ア支給範囲

（ｱ）借家等居住者

月額10,000円を超える家賃を支払っている職員で，次にあげるものに支

給する。

a 自ら居住するための住宅（貸間を含む｡）を借り受けて居住している

職員

b職員の扶養親族たるものが借り受けた住宅に居住している職員

c 職員が職員又はその扶養親族たる者と配偶者等とが共同して借り受け

ている住宅に当該配偶者等と同居し， その生計を主として支えている職

員

※「配偶者等」 ・ ・ ・ ・ ~ 1 職員の配偶者

2職員の1親等の血族又は姻族である者

イ支給額

（ｱ）借家等居住者

給与諸手当編巻末給料・諸手当一覧参照

a 「家賃」には，次のものは含まない。

(a)権利金，敷金，礼金，保証金， その他これに類するもの

(b)電気，ガス，水道等の料金

(c)団地内の児童遊園，外灯その他の共同利用施設に係る負担金（共益

費）

(d)店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

b家賃の額が明確でない場合の算定

家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は，次に掲

げる場合の区分に応じて，それぞれ次に定めるとおりとする。

(a)居住に関する支払い額に食費等が含まれる場合

家賃相当額＝支払い額× 40/ 100

(b)居住に関する支払い額に電気，ガス又は水道の料金が含まれる場合

家賃相当額＝支払い額× 90/ 100

／

給与条例運用第14

(条例第10条の5)

／

給与規則運用第14

(規則第57条の4

の7）

同規則
／

第57条の4の8

ウ支給の始期，終期，改定の時期

扶養手当と同じ

エ支給方法

（ｱ）住居手当は，給料の支給方法に準じて支給する。ただし，給料の支給日

までに住居手当に係る事実が確認できないときは，その日後に支給するこ

とができる。

／

同規則第77条の2

同運用 第'4/
(条例第10条の5)
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3－3給与・諸手当

F記の期間中は，支給されない。

停職にされた場合

専従許可を受けた場合

育児休業法第2条の規定により育児休業をしている場合

大学院修学休業をしている場合

自己啓発等休業をしている場合

配偶者同行休業をしている場合

ａ

‐

、

Ｃ

‐

。

ｅ

Ｆ

Ｉ

ｊイ

~
オ届出

次の場合には，職員は住居届に関係書類を添付して任命権者に届出なけれ

ばならない。

（ｱ）採用，住居の変更などに伴い新たに要件を具備するに至った場合

（ｲ）住居手当を受けている職員の家賃の額，契約関係契約内容などに変更が

あった場合

※住居届に添付する関係書類

◎借家等居住者・ ・ ・契約書領収書等当該職員が居住している住宅に

係る契約関係を明らかにする書類

I
左の書類が添付できない場合の書類及び

確認書類

添付書類

（原則）
支給要件

契約書(隠牢）
~申立書-f愁須う

L

領収書(写)等（貸主，借主，家賃額及びそ

の内訳，契約期間が明記してあるもの）

契約者が職員
家賃の

支払関係

~上記書類のほか, _親族関係の確認できるもの（戸籍謄本等）、

契約者が職員以外

~
通勤手当認定簿住民票居住関係

力その他

住宅は，職員の生活の本拠となっているものに限る。ただし，職員が勤務

のために配偶者又は扶養親族たる者とやむを得ず別居している場合は，職員

が居住している住宅にかえて， 当該配偶者又は扶養親族たる者が居住する住

宅を職員の生活の本拠となっている住宅とみなすことができる。

(7)単身赴任手当

勤務公署を異にする異動等に伴い，住居を移転し，やむをえない事情により，

同居していた配偶者と別居することになった職員で，異動直前の住居から異動

後に通勤する公署へ，通勤することが困難であると認められ，かつ，単身で生

活することを常況とする職員に支給される。

ア支給要件

以下の(ｱ)～(力)の全ての要件に該当する場合に支給される。

（ｱ）公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴うものであること

給与条例

第10条の6
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(ｲ）住居を移転すること

勤務公署を異にする異動に伴うものであり，採用・出張・併任・派遣・

研修に伴うものは含まれない。

(ｳ）やむを得ない事情があること

a 配偶者が，疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは

配偶者の父母又は同居の親族を介護すること

b配偶者が，学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育する

こと

c 配偶者が引き続き就業すること

．配偶者が自宅を管理するために引き続き自宅に居住すること

e 配偶者が職員と同居できないと認められる上記a～dに類する事情が

あること

(ｴ）同居していた配偶者と別居すること

※異動前に既に配偶者と別居していた場合や，住民票上は別居となっ

ていても，実質的に同居している場合は，対象とはならない。

(ｵ）通勤することが困難であること

異動前に配偶者と同居していた住居から，異動後の公署までの通勤距離

が次の場合

a 通勤距離が60km以上であること

b 通勤距離が60km未満であるが，通勤方法，通勤時間，交通機関の状

況等から, aに相当する程度に通勤困難であると認められること

(力）単身で生活することを常況とすること

配偶者と別居しているが，両親又は子ども等と同居している場合は対象

とならない。ただし，満15歳に達する日以後，最初の3月31日までの間に

ある子のみ同居の場合は対象となる。

］ 1 配偶者のない職員で，教育施設等に在学する満18歳に達する日以後最

給与規則

第57条4の10

／

同規則

第57条4のl1

／

同規則第57筆〕

4の13の3の5

／

同規則第57条の

4の13の3の4

同規則第57繩

4の13の3の6
〆

[注］ 1 配偶者のない職員で，教育施設等に在学する満18歳に達する日以後最

初の3月31日までの間にある子と別居することになった場合も支給され

る。

2異動後に，一時期赴任先で配偶者と|司居していたが，住居の移転から

3年以内に，次の特別事情により配偶者と別居することになった場合も

支給される。

・疾病等の父母を介護するため，直近の異動前の市町村に転居すること

・学校等に入学，転学することになった子を養育するため，直近の異動

前の市町村に転居すること

3再任用職員に対しても支給される。

・その他の理由は，人事委員会と協議

※途中での別居は，原則として認められない。

イ支給額

給与・諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

給与条例第10条6
／
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給与規則

第57条の4の17

ウ支給の開始・終了・改定の時期

扶養手当と同じ

エ支給方法

扶養手当と同じ

オ届出

単身赴任の要件を具備するに至った職員は，要件を具備していることを証

明する書類を添付して単身赴任届により任命権者に届け出なければならない。

単身赴任手当を受けている職員の住居， 同居者・配偶者等の住居等に変更

があった場合についても同様 『‐

提出書類

・単身赴任届

・添付書類（要件によって異なる）

配偶者との別居の状況がわかる書類 （住民票等）

配偶者と別居することとなった事情が明らかになる書類

（診断書，在学証明書，就業証明書等）

その他要件を具備していることを証明する書類

／

同規則

第57趣4の15

／
、

(8)特殊勤務手当

著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で，給

与上の考慮を必要とし，かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと

認められるものに従事する職員に，その勤務の特殊性に応じて支給される。

ア多学年学級担当手当

（ｱ）支給対象職員

小学校又は中学校の教育職員（教諭，助教諭，講師）のうち， 2以上の

学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当し， 当該学級における授

業又は指導に従事する教育職員で，多学年学級の授業時数が本人の授業時

数の2分の1以上かつ週12時間以上の職員

（ｲ）支給要件

2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級における授業又は指

導に従事した日に支給する。

（ｳ）支給額

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

イ教育業務連絡指導手当

教育職員のうち，次表の主任等で教務その他の教育に関する業務について

の連絡調整及び指導助言の業務に従事する職員に支給される。

／

同条例第11条／

特勤手当条例

第5条

同施行規則第3条

／
ノ
ノ

′ ／

同条例第10条の7
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(ｱ）種類
■■■■

特勤手当規則

第6条の2

／~

教務主任

3学級以上の学年学年主任

小学校

6学級以上の学校保健主事・生徒指導主事

12学級以上研究主任

教務主任

学年主任 3学級以上の学年

生徒指導主事 3学級以上の学校中学校

保健主事・進路指導主事 6学級以上の学校

9学級以上研究主任

※特別支援学級，複式学級も1学級と捉える。

（ｲ）支給要件

a 手当支給主任が，その所属する学校に出勤し現に勤務した日について

は手当を支給する。ただし，長期休業中等児童・生徒に対する授業等を

休業している期間に出勤した場合で，直接主任等の業務に従事しなかっ

た場合は，手当の支給対象としない。

b手当支給主任が，年次有給休暇，病気休暇， 出張等により学校に出勤

しない場合は手当を支給しない。

ただし，下記の主任等の業務に係わる勤務を行う場合には，支給する。

・校長の指示を受け，公務上の必要により校外で勤務する場合

・校長の命令に基づき特定の研修施設で受講する場合

・校長命令に基づき出張している場合

（外国出張，国内留学等特別のものは除く。 ）

c 承認研修のため出勤しない場合は，その日は手当を支給しない。

d年次有給休暇等で勤務時間の一部しか勤務しなかった場合においても，

主任等の業務に従事していれば手当を支給する。

（ｳ）支給額

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

ウ教員特殊業務手当

（ｱ）支給対象職員

教育職員のうち職務の級が3級， 2級又は1級であるもので次表の業務

に従事する職員

教育業務連絡指導

手当の支給につい

て第一

特勤手当条例
〆

第10"4

~~

3－77



3－3給与・諸手当

(ｲ）支給要件及び支給額

支給額

(日額）

従事時間

週休日，休日等｜ その他の日
関係

条項
業務の種類

ア（正規の勤務

時間以外）

午後5時から

午後11時まで

非常災害時における児童若

しくは生徒の保護又は緊急

の防災若しくは復旧の業務

被害が特に甚大な非常災害

（教育委員会が定めるもの

に限る｡）の際の，心身に

著しい負担を与えると教育

委員会が認める業務

被害が特に甚大な非常災害

（教育委員会が定めるもの

に限る｡）の際の，心身に

著しい負担を与えると教育

委員会が認める業務

ア終日に及ぶ

程度

（日中8時間

程度）

イ

8,000円

学校の管

理下にお

いて行う

非常災害

時等の緊

急業務

第1項 16,000円

イ午前2時から

午前8時まで

第1号 イアと同程度

ウア又はイと

同程度

ロ児童又は生徒の負傷，疾病

等に伴う救急の業務

7,500円

ハ児童又は生徒に対する緊急

の補導業務

7,500円

修学旅行，林間・臨海学校等

（学校が計画し，及び実施するものに限る）

において児童又は生徒を引率して行う指

導業務で泊を伴うもの

8時間程度

（就寝時間は含まない｡）第1項 5, 100円

第2号

教育委員会が定める対外運

動競技等において，児童生

徒を引率して行う指導業務

で泊を伴うもの又は週休日，

休日等に行うもの

(1)泊を伴う

もの

8時間程度

（就寝時間は含まない｡）

5, 100円

第1項
(2)週休日，

休日等に行

うもの

ア終日に及ぶ

程度(日中8

時間程度）

イアと同程度

5, 100円

第3号

学校の管理下において行われる部活動にお

ける児童生徒に対する指導業務で週休日，

休日等又は休日等以外の正規の勤務時間が

4時間以内である日に行うもの

正規の勤務時間

以外の時間等に

おいて引き続き

3時間程度

項

号

１

４

第

第

2,70()円

／

／

(注）※「日中8時間程度」及び「同程度」 とは

①午後10時～翌日の午前5時までの時間帯の1時間以上を含む場合 6時間以上

②午後5時～午後10時の時間帯又は午前5時～午前8時の時間帯の

1時間以上を含む場合 7時間以上

③上記①～②以外の時間帯 7時間45分以上

※「3時間程度」 とは 2時間30分以上

※2～3号業務において「就寝時間」 とは

①旅館その他の宿泊施設の場合 午後10時～午前6時

②船車中又は野外の場合 午後11時～午前5時
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特勤手当条例の

施行について

(ｳ）支給対象職員となる引率教育職員数

a 第1項第2号（修学旅行的行事）

・児童・生徒数30名まで 2名

・30名増すごとに 1名加算

他に2名を限度として養護教諭等保健関係者及び所属長が必要と認める者

の数

例引率教育職員数

児童生徒数～59名～89名～119名～149名～179名～209名～239名～269名
引率者数 2＋2 3＋2 4＋2 5＋2 6＋2 7＋2 8＋2 9＋2

※夏季休業中における，水泳・登山など，児童・生徒の指導・事故防止の観点から， 引率者の基

準が別途定められている場合は， この基準によることができる。

b第1項第3号（対外運動競技）

・ 1競技につき原則として1校1名

・男女別，又は30名を超える場合は2名

・泊を伴う場合は必要により1名増やすことができる。 （最大3名）

・他校との合同チームは，第1項第3号に該当しない。

c 特別支援学校及び小・中学校における特別支援学級については,第1項

第2 ． 3号業務とも，所属長が必要と認める者の数とすることができる。

※基準を超えて引率する必要がある場合には教育事務所とあらかじめ

協議する。

(ｴ）部活動手当

a 支給対象部活動

学校の責任と指導体制の下に行われる年間を通しての常設の部（部と

同様の形態で行われる同好会等を含む｡）を手当の対象とする。

b 支給対象職貝

あらかじめその部活動の指導を担当することとされている者であり，

原則として1部につき1名であること。指導者が複数であればこの限り

ではない。なお，校長の承認を受けて代行する職員でも手当支給対象職

員となる。

c 支給要件

【業務に従事した時間について】
ノ

・従事した時間を「3時間程度」 と規定しているが， 当該時間は2時間

30分以上のものとする。

・児童生徒の登校から練習等開始までの時間及び練習等終了後下校まで

の時間も業務に従事した時間として取り扱う。休憩，昼食時間も事実

上引き続いていると認められる場合は従事した時間としてみなす｡／
・練習試合等の場合は，出発から試合等の終了解散までの時間を，従事

した時間として取り扱う。なお，雨天のため，練習試合等が中断・順

延となり，会場等で待機した時間も含めて取り扱う。 ／，
．休日 ・年末年始に係る休日又は，国の行事の行われる日で人事委員会

が指定する日における正規の勤務時間の割り振りがなされている時間

も業務に従事した時間に含まれる。 ／

特殊勤務手当に関

する条例等の一部

改正について

第三の3(2)ロ
〆

教育業務連絡指導

手当等の支給につ

いて第二
~~,／

／／
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特殊勤務，勤務の割り振り，時間外勤務等に伴う諸手続き事務処理について（事例）

目的・その他

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~特殊勤務手当
出勤簿整理例及び備考手続き ・ 処置等番号

･修学旅行的行事に従事させた場合による

勤務の割り振り変更報告（1日以内）

l 出張命令

2 出勤簿に出張の整理ゴム印を押す

3 出張後速やかに復命書を受領

4特殊勤務手当実績簿作成保管

5 給与システムで報告

6旅費請求・旅費領収書

修学旅行引率

(平日2泊3日）

163名引率

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜土

害'賑

4H

(／）

害I賑

3.4鉦I

（／）

出張出張 出張

1 引率人数8名を限度

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15,300円

(5, 100×3)

・事例1の1～6に同じ

・修学旅行的行事に従事させた場合による勤務の

割り振り変更報告（4時間又は3時間45分）

・勤務の割り振り変更報告

※修学旅行の引率者数の基準

児童・生徒30名まで 2名

児童・生徒30名増すごとに1名増

。他に2名を限度として所属長が必要と認める数

.基準を超えて引率の必要がある場合は事前に協議

修学旅行引率

(週休日を含む

1泊2日）

59名引率

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜ 」

諏
佃
の

出張 出張 振替日

(／）

引率人数4名を限度
2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10,200円

(5, 100×2)

・事例1の1～6に同じ

※時間外勤務に該当しないので軽

減なし

※時間外勤務に該当するのは次の

4項目

①生徒の実習に関する業務

②学校行事に関する業務

③職員会議に関する業務

④非常災害等やむを得ない場合

に必要な業務

日 ｜ 月 ｜火｜水｜木｜金｜士県体出場引率

(平日1泊2日）

県中体連主催

出張 出張

※対外運動競技引率人数

1競技 1名原則

男女別又は30名を超えるときは

2名

泊を伴うときは

1名増すことができる

3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10,200円

(5, 100×2)

通信陸上(土・ 日）

金曜日17時出発

県中体連主催

10，200円

（5, 100×2）

（土日の分）

･事例1の1～6に同じ

・勤務の割り振り変更報告「天 金｜土｜ 日 ｜ 月 ｜火｜水｜木

振替日

（/）

出張振替日

（/）

出張 出張

4

※金は17:00～22:00の5時間勤務

で，特殊勤務手当対象外
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目的・その他

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~特殊勤務手当
出勤簿整理例及び備考手続き ・ 処置等番号

出張命令を出す場合

・事例1の1， 2， 3， 6に同じ

・勤務の割り振り変更報告

県体出場引率

(日曜日 日帰り）

県中体連主催

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜土

日

ｊ

癌
し

出張

出張命令があったので勤務日となり，

振替日を与えなければならない

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~なし
「ー

○

県体出場引率

（日曜日 日帰り）

県中体連主催

5, 100円

出張命令を出さない場合

・事例1の4， 5に同じ

※時間外勤務に該当しないので軽

減なし

空欄のまま

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金｜士

･特殊勤務手当実績簿作成保管

･給与システムで報告

･主催が非公認団体であるため教

育委員会が定める対外運動競技

等に該当しない

･部活動手当のみ

○地区テニス引率

（日曜日 日帰り）

○市テニス協会

主催

2，700円

空欄のまま

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜士

6

市内新人野球大会

引率（日曜日

8:30～16:30)

市中体連主催

自校グランド

5, 100円

勤務の割り振りをしない場合

・特殊勤務手当実績簿作成保管

・給与システムで報告

・自校グランド会場の引率指導業

務も条例第10条の4第1項3号

業務に該当する

空欄のまま

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜土

直接の引率指導者のみが特殊勤務手当

の対象となる

7

市内新人野球大会

引率（日曜日

8:30～16:30)

市中体連主催

自校グランド

なし

勤務の割り振りを行う場合

・振替日を与える

・勤務の割り振り変更報告

日 月 火水木金土

園印振替日

（／）

蝉炉 振替日

(／）

割り振りを行った場合，特殊業務手当

の対象外

･特殊勤務手当実績簿作成保管

･給与システムで報告

･時間は引き続き3時間程度（2

時間30分以上）

注：部活動手当の支給対象

野球部練習試合

(土曜日13:00～16:00)

自校グランド

空欄のまま

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜土
8

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2，700円
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目的・その他

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~特殊勤務手当
番号 手続き ・ 処置等 出勤簿整理例及び備考

運動会を日曜日に

行う場合

自校グランド

なし

．特に必要なし

(市町の学校管理規則よって下記

の場合あり）

･振替授業許可申請をする

．勤務の割り振り変更報告

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木 ｜金 ｜土

9 週休日出勤印

･事例9に同じ

･勤務日が祝日なので振替日でな

く代休のゴム印を押す

運動会を祝日9/15

（火）に行う場合

自校グランド

なし

日 ｜月 ｜火 ｜水 ｜木｜金 ｜土

代休

(／）

10 出勤印

･事例1の1， 2， 3， 6に同じ

･勤務の割り振り変更報告

学校保健研究大会

（日曜日 日帰り）

県教委主催

なし

日 ｜月 ｜火｜水｜木 ｜金｜土
振替日

(／）

出張11

･事例1の1， 2， 3， 6に同じ月曜日9時開会の

研修会に参加のた

め日曜日の午後出

発 県教委主催

なし

日 ｜月 ｜火｜水｜木 ｜金 ｜土

出張出張※日曜日は旅行の行程であるので

振替日を与える必要がない
12

※出勤簿の整理について平成9年2月26日教庶第1239号 「出勤簿の作成及び整理要領」
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特殊業務対象行事

○中学校

・体育関係
今
云 等 名競種別 技

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人陸上競技大会（加賀，全能登）

地区中学校新人長距離継走大会

県中学校長距離継走大会

中学校陸上競技大会（県，北信越，全日本）

全日本中学校通信陸上競技大会

県中学校選抜混成陸上競技大会

１

２

３

４

５

６

７

陸上競技

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人水泳競技大会（加賀，全能登）

地区中学校水泳競技大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

１

２

３

４

水泳

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人バスケットボール大会（加賀，全能登）

地区中学校バスケットボール大会（全能登七尾）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県中学校選抜バスケットボール大会

１

２

３

４

５

バスケット

ボール

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人サッカー大会（加賀）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県スポーツサッカー交流大会

１

２

３

４

サッカー

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人ハンドボール大会（加賀）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県中学校選抜ハンドボール大会

１

２

３

４

ハンドボール

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人野球大会（加賀，全能登）

地区中学校野球大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県中学校選抜野球大会

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校体操大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人バレーボール大会(加賀，全能登）

地区中学校バレーボール大会（全能登七尾）

中学校総合体育大会（県，北信越全日本）

県中学校バレーボール選手権大会

１

２

３

４

５

’

１

２

３

’

１

２

３

４

５

軟式野球

体操・新体操

バレーボール
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郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人ソフトテニス大会（加賀，全能登）

地区中学校ソフトテニス大会（全能登輪島）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県中学校選抜ソフトテニス大会

１

２

３

４

５

ソフトテニス

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人卓球大会（加賀，全能登）

地区中学校卓球大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越全国）

県中学校選抜新人卓球大会

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人バドミントン大会（加賀，全能登）

地区中学校バドミントン大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越全国）

県中学校選抜バドミントン大会

１

２

３

４

５

’

１

２

３

４

５

卓球

バドミントン

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人ソフトボール大会（加賀，全能登）

地区中学校ソフトボール大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越全国）

県中学校選抜ソフトボール大会（春季）

１

２

３

４

５

ソフトボール

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人柔道大会（加賀，全能登）

地区中学校柔道大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越全国）

県中学生柔道大会

１

２

３

４

５

柔道

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人剣道大会（加賀，全能登）

地区中学校剣道大会（全能登）

中学校総合体育大会（県，北信越全国）

県中学校選抜剣道大会

１

２

３

４

５

剣道

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校新人相撲大会（加賀，全能登）

地区中学校相撲大会（全能登松波）

中学校総合体育大会（県，北信越，全国）

県中学校新人相撲選手権大会

１

２

３

４

５

相撲

郡市中学校総合（新人一）体育大会

中学校スキー大会（県，東海北陸，全国）

県スキー選手権大会

１

２

３

スキー

l 全国中学校体育大会スケート

郡市中学校総合（新人一）体育大会

地区中学校弓道大会（全能登）

県中学校総合体育大会

全国中学生通信弓道県大会

１

２

３

４

弓道

[注］各欄の「郡市中学校総合（新人 ）体育大会」には，郡市夏季総合，秋季新人，春季等大会

を含む。
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文化関係

等 名
今
云競 技種別

郡市中学校音楽会・声楽コンクール

県小中学校合唱コンクール

こども音楽コンクール県大会

CBCこども音楽コンクール（県， 中部日本）

１

２

３

４

音楽

県吹奏楽コンクール

北陸アンサンブルコンテスト （地区，県，北陸）

全日本吹奏楽コンクール （北陸，全日本）

英語暗謂大会

科学発表会・科学作品展

美術表現会

少年の主張県大会

各種コンテスト， コンクール大会

１

２

３

’

１

２

３

４

５

吹奏楽

その他

○小学校

・体育関係

会
立立

兄兄 等 名技

l郡市（学年別）連合運動会

2郡市小学校各種競技大会，記録会，交歓会

文化関係

会
立立

兄兄 技 等 名

県小学校器楽コンクール

県小中学校合唱コンクール

科学研究コンクール

珠算競技大会

各種コンクール， コンテスト，大会

１

２

３

４

５
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様式その1 教員特殊業務手当実績簿

特殊勤務手当実績簿

学校○○○小学校

職 ○○○○

氏名○○○

(○年10月分）

※地区によって様式は異なる

様式その2 多学年学級担当手当・教育業務連絡指導手当

特殊勤務手当実績簿

学校○○○学校

職 ○○主任等名○○○

氏名○○○○

(○年度分）

特殊勤務

手当の種類

所属

長印
勤務日数 摘要月

教育業務連絡指導手当 4／3年休④ 20日4

》／一〈、／、《》《〈、シヘヘ、〉》、《〈〈〈〈一い〉》》／、《、／》〉〉／、一、／、〉／〈、《〈坐へ《〉ヅハ、〉《、一、／弓へ／くい｝

や…

》
ｌ

へ勺
、〉〉

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

､／ヘ

’
/、 ~ ~

※地区によって様式は異なる
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所属局三ロ

④

④

、/、/、/、/、/、ﾊ/し、/、/、ﾊ/、/、/、/、/1/、/、/、/、/、ﾊﾊ/、/、/、ﾊ/、/、↓、/、/、/、/、/、/、/、ﾊ/、/、/4/、/、/、/、/、/、/、/、/、/、/、/、/Jへ/、/、/、/、ハ/、人/、/、/、/、/、/、ハ/、/、/、/、／

、ﾊﾊﾊﾊﾊﾊ↑ﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ/↑ﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊrﾊﾊﾊ/､ﾊﾊﾊﾊﾊﾊ/iﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊ1、ﾊﾊﾊﾊﾊﾊ↑ﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊﾊｰ

月日

(曜日）

10／14

(水）

10／15

(木）

特殊勤務

手当の種類

教員特殊業務

手当

教員特殊業務

手当

勤務の

内容

6年体験

学習引率

6年体験

学習引率

従事時間

(時分）

8:00から

22:00まで

(14時00分）

6:00から

15:30まで

（9時30分）

本人印

○印

○印

摘要

疾干山ｽﾎﾟｰﾂｾン

ﾀｰ宿泊

男○人女△人

計××人

医王山ｽﾎﾟｰﾂｾン

ﾀー

男○人女△人

計･××人
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(9)期末手当

ア支給対象職員

・基準日 （6月1日 ･ 12月1日）に在職する職員

・公務休職者（公務上又は通勤による負傷・疾病の休職）

・基準日現在有給の休職者

・当該算定期間(12月2日～6月1日･ 6月2日～12月1日）中に勤務実績

（年休・特休・病休・公務休職含む）のある育児休業職員

・基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員

イ非支給対象職員

・基準日に無給休職・刑事休職・専従休職している者

・基準日に懲戒処分として停職にされている者

・基準日に派遣職員（給料を受けていない者）に該当する者

・基準日に自己啓発等休業・大学院修学休業・配偶者同行休業している者

・基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒免職失職，

離職し禁銅以上の刑を受けた職員（刑が確定していない場合は差し止め）

・基準日前lか月以内に退職又は死亡した職員のうち，下記に該当する者

（ｱ）退職又は死亡した日において無給休職・刑事休職・専従休職・派遣職

員（給料を受けていない者） ・大学院修学休業・配偶者同行休業であった

者

（ｲ）退職後から基準日までの間において，給与条例の適用を受ける職員ま

たは特別職に属する常勤職員となった者

（ｳ）退職後引き続き，期末手当の支給について給与条例の適用を受ける職

員としての在職期間を，その団体等の職員として在職期間に通算するこ

とを認めている国又は地方公共団体の職員となった者

（ｴ）条例の適用を受ける職員から引き続き企業職員となった者

ウ支給額

下記の計算方法による。

（ｱ） （ｲ） （ｳ）

｜期末手当|＝|期末手当基礎額｜ × ｜支給割合| × |期間率｜
（ｱ）期末手当基礎額

（ｴ） （ｵ）

｜期末手当基礎額| ＝｜給料の月額’ 十 |扶養手当' 十|地域手当｜
（力）

＋ |加算額’

支給割合期末手当基礎額

給与条例

第19条／
第63条
／

同規則

育児休業条例

第7条②

給与規則第63条

／

２

２

／

燕

／

錘

９

３

１

６

第

第

例

則

条

規

同

同

第19条②

~〆
同条例

同条例19条麺

／

(1円未満の端数については切り捨て） 同規則 、／

第71"2の2
し

(ｲ）支給割合

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

(ｳ）期間率
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在職期間 期間率

給与条例6か月 100/100

80/100

60/100

30/100

第19条②
／

5か月以上 6か月未満

3か月以上 5か月未満

3か月未満

a 在職期間の計算方法

(a)月により期間を計算する場合は，翌月の応当日の前日をもってlか

月とする。

(b) 1か月に満たない期間が2以上ある時はその期間を合算する。その

際日を月に換算する場合は30日をもって1か月とし，時間を日に換

算する場合は7時間45分をもって1日とする。

b 除算期間

(a)懲戒処分として停職にされていた期間

(b)専従許可の期間

(c)育児休業期間の2分の1の期間，ただ,し部分休業の期間は除算しな

い

(d)育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の2

分の1に相当する期間

(e)修学部分休業期間の2分の1の期間

(f)高齢者部分休業期間の2分の1の期間

(9)大学院修学休業期間の2分の1の期間

(h) 自己啓発等休業期間の2分の1の期間

(i)配偶者同行休業の期間の2分の1の期間

(j)休職（専従許可を受けた場合を除く。）にされた期間の2分の1の期

間，ただし，公務傷病等による休職期間は除算しない。

(工）給料の月額

a 給料の月額には，教職調整額・4級加算額・給料の調整額を含む。

b休職懲戒処分等により給料が減額されている場合には減額されない。

給料の月額

c 基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員については退職又は死亡

した日現在の給料の月額

(ｵ）地域手当（期末手当の場合）

（工）

|地域手当|＝（ |給料の月額|＋｜扶養手当 ｜ ） × |地域手当支給割合｜
※期末手当の場合は，扶養手当を計算基礎に含めるが，勤勉手当の場合

は含めない。

(力）加算額

第66条同規則

／
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3－3給与・諸手当

（ｵ， ）

＋ ｜地域手当 ｜ ） × ｜加算割合
(給料の月額×地域手当支給割合）

（ｪ）

＝（ |給料の月額函~

加算額の場合の(ｵ, ）地域手当は，前述(ｵ)地域手当の計算式とは違い,扶養

手当を計算に入れない。

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

(10)勤勉手当

勤務成績に応じて支給される。 （能率給的な手当）

ア支給対象職員

・基準日 （6月1日 ・ 12月1日）に在職する職員

・公務休職者（公務上又は通勤による負傷・疾病の休職）

・当該算定期間(12月2日～6月1日 ･ 6月2日～12月1日）中に勤務実績

のある育児休業職員〆

・基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員

イ非支給対象職員

・基準日に休職している者

・当該算定期間(12月2日～6月1日 ･ 6月2日～12月1日）中に勤務実績

（年休・特休・病休・公務休職は含まない）のない育児休業職員

・基準日に懲戒処分として停職にされている者 ’

・基準日に派遣職員（給料を受けていない者）に該当する者

・基準日に自己啓発等休業・大学院修学休業・配偶者同行休業している者

・基準日前1か月以内に退職又は死亡した職員のうち，下記に該当する者

（ｱ）退職又は死亡した日において無給休職・刑事休職・専従休職・派遣職

員（給料を受けていない者）であった者

（ｲ）退職後から基準日までの間において，給与条例の適用を受ける職員ま

たは特別職に属する常勤職員となった者

（ｳ）退職後引き続き，期末勤勉手当の支給について給与条例の適用を受け

る職員としての在職期間を，その団体等の職員として在職期間に通算す

ることを認めている国又は地方公共団体の職員となった者

（工）条例の適用を受ける職員から引き続き企業職員となった者

ウ支給額

下記の計算方法による。

（ｱ） （ｲ） （ｳ）

｜勤勉手当|＝|勤勉手当基礎額｜ × ｜成績率 ｜ × ｜期間率｜
（ｱ）勤勉手当基礎額

（工） （ｵ） （力）

｜勤勉手当基礎額| ＝ ｜給料の月額’|地域手当|＋|加算額｜
（ｲ）成績率

給与条例第20条

／

第68条／
第68忽

／

同規則

〃

条

／

条闘

／

０２第

第

同条例

同規則

同規則

第68条の2

〆〆

／

同条例第20条②

／
同条例‘第20類
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給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

(ｳ）期間率

基準日以前6か月以内の期間における職員の事項に掲げる期間を除算し

た後の勤務期間に応じ，次の表のとおり。

勤 務 期 間 期間率

100/1006 か月

5か月15日以上

5か月 以上

4か月15日以上

4か月 以上

3か月15日以上

3か月 以上

2か月15日以上

2か月 以上

1か月15日以上

1か月 以上

15日 以上

15日 未満

0日

6か月 未満

5か月15日未満

5か月 未満

4か月15日未満

4か月 未満

3か月15日未満

3か月 未満

2か月15日未満

2か月 未満

lか月15日未満

1か月 未満

／妬
｜
卯
一
帥
一
ｍ
’
㈹
一
別
一
“
｜
訓
一
加
一
嘔
一
、
’
５

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

給与規

別

則

表第十四
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／
｜
／

／

0

a 勤務期間の計算方法

期末手当の在職期間と同じ

b 除算期間

(a)懲戒処分として停職にされていた期間

(b)専従許可の全期間

(c)育児休業期間の全期間。ただし部分休業をした職員については部分

休業した日の累計が30日を超える場合はその勤務をしなかった期間を

除算する。

(d)育児短時間勤務することにより短縮された勤務時間の短縮分に相当

する期間

(e)修学部分休業の全期間

(f)高齢者部分休業の全期間

(9)大学院修学休業の全期間

(h) 自己啓発等休業の全期間

(i)配偶者同行休業の全期間

(j)休職にされていた期間（公務傷病等による休職者であった期間を除

く。）

(k)負傷又は疾病（公務災害・通勤災害を除く）により勤務しなかった

期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合はその勤務

しなかった全期間

’第70条

／

同規貝’
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(1)介護休暇により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日

が30日を超える場合はその勤務しなかった全期間

(m)基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合は前各

号に関わらずその全期間

給料の月額

期末手当に同じ

地域手当（勤勉手当の場合）

（ｴ）

地域手当 ｜ ＝ ｜給料の月額｜ × ｜地域手当支給率｜
※勤勉手当の場合は，扶養手当を計算基礎に含めない。

給与条例(工）

第20条④

(ｵ）
一

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照

(力）加算額

「茄買詞

（工） （ｵ）

( |給料の月額’ 十 ｜地域手当｜ ） |加算割合’三＝三

給与諸手当編巻末給料・諸手当等一覧表参照
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3－3給与・諸手当

＜期末勤勉手当の除算について＞

取 扱 い

期末手当 勤勉手当
分区

年次有給休暇，特別休暇 除算しない 除算しない

当該期間を除算

(週休日等を除く日が

30日を超える場合）

病気休暇，介護休暇 除算しない

育児休業

①全期間育児休業である場合

②当該算定対象期間の全期間，育児休業及び

年休・特休・病休公務傷病休職等の場合

③当該算定対象期間中に勤務実績がある場合

②当該算定対象期間の全期間，育児休業及び

年休・特休・病休公務傷病休職等の場合

③当該算定対象期間中に勤務実績がある場合

非支給（期間率0％）｜非支給（期間率0％）

育休期間のl/2を除算 非支給（期間率0%)

｜育休期間の1/2を除算|育休期間のみを除算
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~

※年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・公務傷病等休職は，期末手当の場合は勤務実績があ

るものとし，勤勉手当の場合は勤務実績がないものとする。

※年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・公務

るものとし，勤勉手当の場合は勤務実績が

休 職

①公務上の傷病

②公務上の傷病以外の傷病

③②のうち無給休職の期間

除算しない ｜除算しない
休職期間のl/2を除算’

休職期間のl/2を除算

（基準日現在該当者

は非支給）

当該期間を除算

（基準日現在該当者

は非支給）

④刑事事件に関する起訴④刑事事件に関する起訴

休職期間を除算

（基準日現在該当者

は非支給）

⑤職員団体専従⑤職員団体専従

停職期間を除算

（基準日現在該当者

は非支給）

停 職

部分休業

休業期間を除算

（30日超の場合）

除算しない
①育児

休業期間の1/2を除算

（自己啓発等のみ

基準日現在該当

は非支給）

休業期間を除算

（自己啓発等のみ

基準日現在該当

は非支給）

②修学，高齢者， 自己啓発等

当該勤務することに

より短縮された勤務

時間の短縮分の1/2に

相当する期間を除算

当該勤務することに

より短縮された勤務

時間の短縮分に相当

する期間を除算

育児短時間勤務

当該期間を除算勤務しなかったことにより給与を減額された者｜除算しない
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3－3給与・諸手当

＜在職期間計算例（6月期末勤勉手当）＞

、／期間について
・月により計算する場合は応当日の前日をもって1月とする。

1月6日～2月5日 一→ 1月

・ 1月に満たない期間が2以上ある場合は，これらの期間を合算し， 日を月に換算するには，
3()日をもって1月とし，時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。
36日→ 1月6日 68時間→8日6時間

、 ノ

例1 1月11日まで産前産後休暇， 1月12日から育児休業

4月 21日

人 人

、r 1〆
’ (5/12～6/1)

6/1l/12 5/1112/2

育児休業

(除算期間：期末手当は1／2勤勉手当は全期間）
産後休暇

在職期間 期末手当： 6月一（4月21日)/2 = 3月19日3.875時間 （期間率

（システム入力時は端数切捨て）

勤勉手当：基準日現在育休中かつ算定期間に勤務実績がないため支給なし

（期間率

60％）

0％）

例2育児休業から1月1日に復帰

30日

務勤

12/31 6/1

12月2日～12月31日の期間については，週休日等を含む実日数をカウントす

るので， 30日＝1月とする

12/2

育児休業

(除算期間）

在職期間 期末手当： 6月一1月／2

勤勉手当： 6月－1月

(期間率

(期間率

１

１

％

％

０

０

８

９

5月15日

5月

目＝二

二＝＝

例3全期間育児休業

’

6/112/2

’育児休業

在職期間 期末手当：基準日現在育休中かつ算定期間に勤務実績がないため支給なし

（期間率 0％）

勤勉手当：基準日現在育休中かつ算定期間に勤務実績がないため支給なし

（期間率 0%)
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例4 1月13日から2月27日まで病気休暇の場合

1月 10日 （週休日・休日を除いた日数）

人

1戸人 1

1 (2/13～28) |罰-『F 勤務

12/2 l/13 2/12 6/1

週休日を除いた病休期間が31日

となるため除算対象

2/28

病気休暇

（除算期間：勤勉手当のみ）

在職期間 期末手当：病気休暇は除算の対象とならない

勤勉手当： 6月 一一 1月10日 = 4月20日

(期間率 100%)

(期間率 80％）

k~．

2月符日 4月6日～4月30日まで病気休暇（期間が連続していない場合）

1日 18日

例5 1月13日から

1月

-､A r
l／ ｜ ／勤務 ’
2/12 2/15 4/6

人人

’。
4/30

勤務

12/2

十
l/13

勤務

6/1

①病気休暇

(日数計算： 23日）

②病気休暇

(同: 18日)/

対象判定 各期間について，週休日・休日を除いた日数をカウントする

①病気休暇23日 十②病気休暇 18日 = 41日 よって除算対象

①病気休暇 1月13日～2月12日を1月, 2月13日～15日を1日

②病気休暇4月6日～4月30日は, 18日 （週休日・休日を除いてカウントする）

上記①と②を合計すると， 1月と19日

期末手当：病気休暇は除算の対象とならない （期間率 100%)

勤勉手当： 6月 一 1月19日 = 4月11日 （期間率 70%)

除算期間

在職期間

例6 1月11日まで病気休暇1月12日から休職（私傷病：休職給率80％）の場合

4月 21日

人 －人
1

(5/12～6/1) |￥’ F
6/112/2 5/111/12

病気休暇

(期末は除算しない）

休 職

(除算期間：期末手当はl/2除算勤勉手当はすべて除算）

期末手当：病気休暇は除算しない

勤勉手当：基準日現在休職中のため対象とならない

①休職 1月12日～5月11日を4月, 5月12日～6月1日は, 21日 （週休日・休日を

含む実日数をカウントする）

期末手当： 6月 一 4月21日/2 = 3月19日3.875時間 （期間率 60%)

勤勉手当鷺基準日現在休職中のため支給されない （期間率 0％）

対象判定

除算期間

在職期間
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例7 全期間休職（私傷病：休職給率80％）の場合

’
6/112/2

’’
休 職

(除算期間：期末手当はl/2除算，勤勉手当はすべて除算）

(期間率

(期間率

60％）

0％）

在職期間 期末手当： 6月 － 6月／ 2 ＝ 3月

勤勉手当：基準日現在休職中のため支給されない

例8 4月1日から育児短時間勤務（23時間15分／週）の場合

2月 1日

人一入

手 1F
6/15/314/］12/2

育児短時間勤務（23時間15分／週）

(除算期間：短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間）

育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間

＝育児短時間勤務職員として在職した期間一当該期間×算出率

（算出率＝一週間あたりの勤務時間／38.75時間）

除算期間 2月1日一2月1日 ×23.25時間／38．75時間＝ 24日3. 1時間

（勤勉手当の場合のみ端数切り捨て）

在職期間 期末手当：6月－24日3. 1時間/2 = 5月17日6.2時間 （期間率 80%)

勤勉手当：6月－24日(3. 1時間切り捨て)= 5月6日 （期間率 90%)

例9新規採用者（4月1日採用，前年度臨任講師経験あり）の場合

22日 2月1日

A 人
I/

~
、

1ト
6/112/2312/2 4/1

｜ 勤務 ’ 勤務

なし（在職期間から除算するものはない）

期末手当： 22日 十 2月1日 ＝ 2月23日 （期間率

勤勉手当： 22日 十 2月1日 ＝ 2月23日 （期間率

除算期間

在職期間 30％）

4()％）

例10割愛転入者（市町の教育委員会事務局の職員や国立学校からの異動等）の場合

在職期間は， 4月1日から6月1日で， 2月1日であるが，期末手当及び勤勉手当の期間率はとも

に100%で計算する。
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’ ’ ⑮
’
四

記入例 期末勤勉手当期間率報告書
(人事管理者）

石川県教育委員会 殿
Ｏ

る

て

錘

抱

少

に

多

所

は

務

法

事

方

育

載

教

記

教育事務所によって

記載方法は多少異なる。 ○年○月分 訴
佃
・
諜
州
眼

~

勤勉手当期末手当 勤勉手当 期末手当職員コード
摘要

給与ｼｽﾃﾑへの入力時は
端数を切り捨てる
給与ｼｽﾃﾑへの入力時は
端数を切り捨てる

在職期間

～

報告を要する
事由

除算期間

［’

除算
月日数

除算
月日数

勤務
月日数

在職
月日数

期間率 期間率氏名
1

~
＝~~~~~

／
R2.12.2～R3.1.11産前産後

R3.1.12～R3.6.1 育児休業例1 6育児休業12/2～6/1 1/12～6/1 2月10.5日 3月19．5日 6月 060

齢鳶

R2.12.2～R2.12.31育児休業例2 6育児休業12/2～6/1 1月 5月 9012/2～12/31 5月15日 8015日

｜ ｜ §蕊

驚蕊

~ ’
一

記載不要例3

四

ｌ

④

① 戸
串奨

R3.1.13～R3.2.28病気休暇例4 4病気休暇12/2～6/1 1月10日 4月20日 806月 100～

1 1 蕊議

／
灘蕊

R3．1.13～R3.2.15,

R3.4.6～R3.4.30病気休暇例5 4病気休暇12/2～6/1 706月 1月19日 4月11日 100～

I

4病気休暇
5休職

R2.12.2～R3.1.11病気休暇

R3.1.12～R3.6.1一般傷病休職例6 1/12～6/112/2～6/1 2月10．5日 6月 60 03月19．5日

／ R2.12.2～R3.6.1一般傷病休職例7 5休職 12/2～6/1 012/2～6/1 6月3月 3月 60

R3.4.1～R3.6.1育児短時間勤務
（週23時間15分）例8 8育児短時間勤務 4/1～6/］ 5月6日 9012/2～6/1 805月17．8日12．2日 24日

｜ ＊夢＝
’

／／
12/2～12/23 11退職

1採用

R2.12.2～R2.12.23

○○○学校臨任講師勤務
R3.4.1採用

例9 402月23日 302月23日～

4/1～6/1

／ R3.4.1採用例10 3採用(割愛） 6月 1004/1～6/1 6月 100～

鍵
~

給与負担所属名

給与負担所属コード

○○○立○○○学校

＊＊＊＊＊＊
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(11）寒冷地手当

11月～3月までの各月の初日 （基準日）に，人事委員会規則で定める寒冷積雪

の度合の厳しい地域に在勤する職員に対して，冬季又はその準備期間において，

燃料の購入費，除雪費等の一時的に増大する生計費を補てんすることを目的とし

て支給される。支給地域については，平成15年度までは県内全域が対象とされて

いたが，平成16年度に改正され，北海道とほぼ同程度の寒冷積雪の気象条件が認

められる市町に限定された。平成26年度の改正により，支給地域が廃止されると

ともに，公署指定が見直しされた。改正に伴い，平成29年度まで経過措置が講じ

~ られた･

ア支給条件

（ｱ）指定公署に在勤する職員

指定公署

金沢市 犀川ダム管理事務所，

湯涌小，芝原中，湯涌駐在所

白山市 河内小,烏越小,烏越中,白嶺小,白嶺中,白峰小，

しらやま交番,河内駐在所,吉野谷駐在所,烏越駐在所，

尾口駐在所,白峰駐在所,白山ろく少年自然の家，

農林総合研究センター林業試験場石川ウッドセンター，

白山自然保護センター,白山自然保護センター中宮展示館

大日川ダム管理事務所,白山自然保護センター白峰駐在地

白山ろく民俗資料館,白山林道石川管理事務所，

（ｲ)指定公署からおおむね1km以内の区域に居住する職員

ただし， 旧白山麓5村（旧河内村， 旧吉野谷村， 旧烏越村， 旧尾口村， 旧

白峰村）居住者に限り，居住地要件（勤務公署から1km以内）を緩和

※支給地域の指定が解除される地域に平成27年4月の改正日前から引き

続き勤務する職員等を対象に、経過措置による手当額を支給

H27.11～H28.3見直し前の支給額を据え置いて支給

H28. 11～H29.3見直し前の支給額から6,000円を減じた額を支給

H29. 11～H30.3見直し前の支給額から12,000円を減じた額を支給

イ支給日

11月～3月の給料日

ウ支給額

給与条例第21条

〆

同規則第71条の3

〆

第21条同条例

第74条
／／~

同規則

一

美ﾚフ※世帯主である職員とは

主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の者をいう。

・ 給与条例第9条第2項に規定する扶養親族を有する者

・ 扶養親族を有しないが，居住のため一戸を構えている者又は下宿・寮

等の一部屋を専用している者

同規則第71条の4
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世帯キ

その他の職員

扶養親族あり

扶養親族なし

17,800円

10，200円

7,360円
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※寒冷地手当上扶養親族に認められない場合

・ 単身赴任手当を支給される職員の扶養親族が層催す畠住唐と…|給与噸側'獅業，／~
手当法に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離が60km以上で

ある場合。

・ 扶養親族と同居していない者の住居と寒冷地

市役所又は町村役場との間の距離が最短距離が

(ｱ）月の途中で変更があった場合

手当法に掲げる地域の

60km以上である場合。

基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給対象職員洞規則~－－第含十条-f
となった場合や休職等で支給割合が変更になった場合は，該当月の現日数か同規則第73条

ら週休日の日数を差し引いた日数を基礎として， 日割計算して得た額が支給

される。

(ｲ）休職中の場合の支給率

a 支給対象

(a)公務・通勤上の負傷・疾病による休職 10

(b)結核性疾患による休職中(2年未満) 8

(c)心身の故障による休職中(1年未満) 8

(d)公務・通勤外の負傷・疾病による休職 5

b 支給対象外

(a)無給給与休職者

(b)刑事休職者

(c)停職者

(d)専従休職者

(e)大学院修学休業者

(f) 自己啓発等休業者

(9)配偶者同行休業者

(h)外国機関派遣職員

(i)公益法人等派遣職員のうち，給与の支給を受

(j)育児休業職員

(k)本邦外にある職員（世帯主である職員でその

する場合は支給の対象となる。 ）

同条例第21条

／

0/100

0/100

0/100

0/100

同規則第72条，
／

けていない者

扶養親族が本邦に居住

(12）義務教育等教員特別手当

義務教育に従事する教育職員の特殊性に基づいて級・

支給される。

ア支給対象職員

教育職員（小中学校においては校長・副校長・教頭

・教諭・養護教諭・栄養教諭・講師・助教諭・養護助

イ支給額と支給方法

給料の号給に応じた定額が給料の支給方法に準じて

給与・諸手当編巻末給料諸手当一覧表参照

号給ごとに定額をもって

同条例第22条
一

教員特別手当規則~／~・主幹教諭・指導教諭

教諭)／ ノ第2条多

支給される。 同規則第5条
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(13）へき地手当

交通条件及び自然的，経済的，文化的諸条件に恵まれない山間地，離島その他

の地域に所在する市町立の小学校及び中学校並びにこれらに準ずる学校並びに

共同調理場に勤務する教員及び職員に支給される。

アへき地手当の支給害ll合及び算出方法

（給料の月額十扶養手当） ×支給割合

へき地手当の支給割合

給与条例

第11条の4

／

同規則第57条の11
／

０

０

０

０

０

０

１

１

１

／

／

／

６

０

５

１

２

２

級

級

級

３

４

５

4/100

8/100

12/100

準へき地

1 級

2級

イへき地等学校

別表1

ウへき地手当と地域手当の併給調整

へき地手当及び地域手当の支給対象の場合には併給調整がされ，調整後の

へき地手当額と地域手当が支給される。

・併給調整の場合のへき地手当額算出方法

へき地手当額一地域手当額＝併給調整後のへき地手当額
一一

※両方の手当が重複している分を差し引いた額が支給される｡、 ‘

給与規則

第57条の10

／

同規則

第57条の12

ノ〆

(14）へき地手当に準ずる手当

教職員が在勤地を異にして異動し， 当該異動に伴って住居を移転した場合又は

教職員の勤務する学校若しくは共同調理場が移転し， 当該移転に伴って教職員が

住居を移転した場合において， 当該異動の直後に勤務する学校等又はその移転し

た学校が，へき地学校又はこれらに準ずる学校（特別地）に該当するときに支給

される。なお，採用に伴う移転は異動には含まない。

アへき地手当に準ずる手当の支給率及び算出方法

［給料の月額十扶養手当］ ×支給割合

イへき地手当に準ずる手当の支給割合

1～5年目 4/100 6年目 2/100

別表1 へき地等学校表

給与条例

第11条の5

同規則第57条の10
~／

炎~所在地学 校

大谷小中学校、

鳳至小学校、 舳倉島分校

輪島中学校 舳倉島分校
、

町野小学校塵

東陽中学校、

白嶺小学校
、

白嶺中学校、

白峰小学校、

級別等区分

珠洲

輪島

輪島

輪島

輪島

白山

白山

白山

斗一

巾 級

級

級

地

地

級

級

級

き

き

へ

へ

１

５

５

準

準

２

２

２

市

市

市

市

市

市

市

、
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･経過措置

平成27年4月1日の改定日前日にへき地等学校に勤務する職員で，引き続き

当該学校に勤務するものについては，施行日の前日のへき地手当の月額に相当

する額を支給する。

(15）特地勤務手当

離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署（市町立の小学校， 中学校

を除く。 ） として人事委員会規則で定めるもの（以下「特地公署」 ）に勤務する

給与条例

第11条の2

／職員に支給される｡平成30年度の改正に士-り-特

まで経過措置が講じられるb(職坐｜ばつ(誌まで経過措置が講じられる""ｹⅥ."(T>f

日－2年度
､

rlレ
ア特地勤務手当の算出方法及び支給割合

（給料の月額十扶養手当） ×支給割合

特地勤務手当の支給割合

同規則第57条の6

／

０

０

０

０

０

０

１

１

１

／

／

／

６

０

５

１

２

２

級

級

級

１

２

３

4/100

8/100

l2/100

級

級

級

４

５

６

特地等公署（抜粋） ／
／

白山自然保護センター白峰駐在地 （白山市） 1級地
／

白山ろく民俗資料館（白山市） 1級地／

特地勤務手当と地域手当の併給調整

特地勤務手当及び地域手当の支給対象の場合には併給調整がされ，調整後

の特地勤務手当額と地域手当が支給される。

・併給調整の場合の特地勤務手当額算出方法

特地勤務手当額一地域手当額＝併給調整後の特地勤務手当額

※両方の手当が重複している分を差し引いた額が支給される。

特地勤務手当に準ずる手当

職員が公署を異動し， 当該異動に伴って住居を移転した場合，異動直後の公

署が特地公署又はこれに準ずる公署に該当するときは，異動から3年以内の

期間，特地勤務手当に準ずる手当が支給される。

・算出方法及び支給割合

（給料の月額十扶養手当） ×支給割合5/100 (1 ･ 2級地）

イ

給与規則

第57条の，／
同規則

第57条の7

ウ

ゴー

同規則

第57条の8

／

(16）時間外勤務手当

正規の勤務時間を超えて勤務すること(以下「時間外勤務」 という）を命ぜられ

た職員に支給される。

ア支給対象職員

管理職手当支給職及び教育職にある職員以外の者

給与条例第13条

給特条例第3条
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イ支給額

(ｳ）その月の支給

割合別合計時間数

(ｱ）勤務1時間

あたりの給与額
(ｲ）支給割合 ××

(ｱ）勤務1時間あたりの給与額の算出方法

（給料の月額十月額で支払われる手当） ×12月

~I
司、

土曜日にあたる祝

日法による休日及

び日曜日又は土曜

日にあたる年末年

始の休日の日数垂｣

7時間45分

(1日あたりの

勤務時間）

38時間45分

（1週間あたり

の勤務時間）

×52週一 ×

ノ
※毎年4月1日から翌年3月31日までの間の日数

※月額で支払われる手当：初任給調整手当，地域手当等

(ｲ）支給割合

lか月60時間まで lか月60時間超

区分

右記以外 深夜時間 右記以外 深夜時間

通常勤務職員 125/100 150/100
正規の

勤務日

(休日除く）

175/100150/100
再任用短時間勤務

育児短時間勤務

100/100又

は125/100

125/100又

は150/100

上記以外の勤務日 135/100 160/100 175/100150/100

同一週を超えての週休日

の振り替え
25/100 50/100

※深夜時間とは午後10時から翌日午前5時までの間をいう。

(ｳ）合計時間数

支給の基礎となる勤務時間数はその月の合計時間数による。 (30分未満は

切り捨て， 30分以上1時間未満は1時間に切り上げ）

※通常の勤務時間の後，引き続き時間外勤務に入る時は, 15分以上の休

憩時間をとる。 （時間外勤務が15分以内であれば不要）

※勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合

は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

労基法第34条

3- 101
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年始の休

日の日数



3－3給与・諸手当

区 分 0:00 5:00 （8:30） (17:00) 22:00 24:00

150/100

(175/100）

125/100

(150/100)

125/100

(150/100)

150/100

(175/100）
支給割合勤務日

(祝日法による休

日及び年末年始

の休日を除く）

給与条例

適用条項

13条1号及び’
1 13条1号

13条カッコ書I

i 13条1号及び’
13条1号1

1 13条カッコ言I

勤務区分 ’ 時間外勤務 i←正規の勤務時間→’ 時間外勤務

160/100

(175/100）

135/100

(150/100）

160/100

(175/100）
支給割合

週休日 給与条例

適用条項

13条2号及びi

13条カッコ書I

13条2号及び

13条カッコ書
13条2号

勤務区分 時間外勤務

160/100

(175/100）

135/100

(150/100）

135/100 135/100

(150/100）

160/100

(175/100）
支給割合休 日

(祝日法による

休日及び年末

年始の休日）

13条2号 1 13条2号及び

’ 13条カッコ書

13条2号及び 13条2号

13条カッコ書I

給与条例

適用条項

14条

勤務区分｜ I 時 間 界 罰 霧■E…ﾙ{;■:一目~了藪~藩 時間外勤務

（ ）は1か月60時間を超える場合

’は時間外勤務手当 は休日勤務手当の対象となる期間

勤務時間条例

第5条

￥

ウ時間外勤務代休時間

特に長い時間外勤務を命ぜられた職員に休息の機会を与えるため， lか月に

60時間を超える時間外勤務を行った職員に，時間外勤務手当の支給割合の引上

げ分の全部又は一部に代わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代

休時間」 という）を指定することができる。

（ｱ）指定できる期間及び日

該当月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にあ

る勤務日 （休日及び代休日を除く。 ）

（ｲ）時間数

次の区分に応じ，各換算率を乗じた時間数を指定

同規則 第4条

／

60時間を超えて時間外勤

務をさせる日 換算率’ 7時間45分まで職員

平日

一般職員 週休日 （土曜日）

休日(正規の勤務時間を除く）

平日

再任用短時間週休日 （土曜日）
育児短時間

休日（正規の勤務時間を除く）

同一週を超えての週休日の振り替え

一般職員

再任用短時間

育児短時間

25/100

15/100

15/100

25/100

15/100

15/100

25/100

~

50/100

15/100

15/100
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（ｳ）単位

1日又は半日単位（年休の取得単位の「半日」 と同様）

年休の時間と合わせて1日又は半日とすることも可能

（工）指定の手続き

時間外勤務代休時間の指定は，時間外勤務代休時間指定簿により，指定し

た日までに行う。

エその他

所属長は時間外勤務等命令整理簿を作成保管し，職員に時間外勤務を命じた

場合は， その都度本人に必要事項を記入させた上，押印しなければならない。

別記節4号様式（節59条|側係）

時間外勤務等命令整理簿
l' fIm外勤務

給午条例第13条師4噸の人事委目会規l Ilで定める勤務以外の勤務

釣/1伽

本人印』W1面§25/100 [36/100 [帥/l〔、 +釦 +25 f･15 [“/10ｲ1 ]75ﾉl⑪ +印 f 25 +15 25/】⑪,. 子 26 緊叶

｜",", ．" 《‘" .” “，“11繭『
（1m）

昂■ 分呵間 分時周 分叫凪 分脚■分q日 分岡■ 分角■ 分母■ 分艸■分畔周 分叫時分時同 分q■:分同■ 分坤同 分

⑳ 1 00 : ! 00

⑩ 2 O5 ：1 05

休B 夜間 時閲外勤務

左配以外の励衝助務 勤務 代休時間の勤務

B蕊/l“l間/1,135/l”25/1㈹印/1⑪25/1”15/1”

序同;分|q口: 分身同1 分時周: 分npiヵlQ■ 分lQq:分

畔間外勤務郡の Fだ 時Ⅲ外勤務坤の拠緒

所胴

長印
日(咽日） ﾙ}務内秤
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(17）休日勤務手当

祝日法による休日等において，通常の勤務時間に相当する時間に勤務すること

を命ぜられた職員に対して支給される。

休日において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については，時間外勤務手

当が支給される。休日と週休日が重なった日の勤務に対しても，時間外勤務手当

が支給される。

給与条例第14条

ア支給対象職員

管理職手当支給職員及び教育職員以外の者

イ支給要件

休日等における正規の勤務時間中に勤務を命ぜられて勤務した職員に支給す

る。
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3－3給与・諸手当

※休日勤務となる時間帯

0時 休憩時間 24時

該当休日 （月～金）

※公務旅行中は， 目的地で休日等の正規の勤務時間中に勤務することをあら

かじめ命ぜられていて，現に勤務し，その勤務時間を明確に証明できるもの

を除き，休日勤務手当は支給しない。

(ｱ） 「休日」等とは，以下の日をいう。

a 国民の祝日に関する法律に規定する休日

b年末年始の休日 (12月29日～1月3日）

c 国の行事の行われる日で人事委員会が指定する日 給与規則

第58条の2

／ウ支給額

(ｱ）勤務1時間

あたりの給与額

支給割合

135/100

(ｲ）その月の

合計時間数
×

（ｱ） 1時間あたりの給与額

『(15)時間外勤務手当」を参照

（ｲ）合計時間数

支給の基礎となる勤務時間数はその月の合計時間数による。 （30分未満は

切り捨て， 30分以上1時間未満は1時間に切り上げ）

エその他

時間外勤務等命令整理簿の作成保管は，時間外勤務手当の例による。

(18）宿日直手当

正規の勤務時間以外の時間及び休日等に,本来の勤務に従事しないで行う校舎，

設備，備品，書類等の保全，外部との連絡，文書の収受等を目的とする宿日直勤

務を命ぜられた職員に支給される。

同条例第17条／
同規則第61,62条

／
％

ア宿日直勤務とは，次の時間帯における業務をいう。

（ｱ）時間帯

a 正規の勤務時間以外の時間（週休日を含む）

b 国民の祝日に関する法律に規定する休日

c 年末年始の休日 (12月29日～1月3日）

． 国の行事が行われる日で人事委員会が指定する日
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3－3給与・諸手当

（ｲ）業務の内容

a 校舎，設備，備品，書類等の保全

b外部との連絡

c 文書の収受

．校内の監視

e 特別支援学校等で人事委員会が定めるものにおける入所者の生活の介助

等

イ宿日直勤務は，時間外勤務，休日勤務，夜間勤務には含まれない。

ウ支給額

／

給与条例第17条

(ｱ)普通宿日直 ’ （ｲ)監督宿日直分区

半日直（5時間未満）

宿日直（5時間以上）

午前勤務日宿日直（半･宿日直連続）

2, 100円

4,400円

6,300円

2,950円

6, 100円

8,850円

(ｱ）普通宿日直勤務（管理当直）

本来の勤務に従事しないで行う，庁舎，設備書類等の保全，外部との連

絡，文書収受及び庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(ｲ）監督宿日直勤務（業務当直）

学寮等の教育，研修期間における学生等の生活指導，又は特別支援学校の

寄宿舎，小・中学校等の寄宿舎における児童・生徒の介護等の勤務をいう。

本来の業務が一部付加されたものもあると考えられ，通常の管理当直と比べ

て勤務の負担が重いとされている。

(19)退職手当

勤続報償的な性格を有し，職員が退職し又は死亡した場合に，一時金としてそ

の者又はその者の遺族に支給される。

懲戒免職処分又はこれに準ずる処分を受け退職した者には原則支給されない。

退職後に上記処分相当の行為が発覚した場合も，原則支給差止・支給制限及び返

納となる。

ア勤続期間の計算

（ｱ）在職期間は職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月

数による。

（ｲ）育児休業，休職停職等で勤務を要しなかった期間があるときは， この期

間の1／2 （育児休業の場合，子が1歳に達する月までは1／3）の月数を

在職期間から控除する。

イ支給額

退職手当額＝基本額（給料月額×支給率）＋調整額

※給与構造改革による給与引き下げに伴う経過措置として支給される給料

（差額）は給与月額には含まない。
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3－3給与・諸手当

※別表1 退職手当の支給月数早見表（平成30年1月1日以降）

今
平成29年12月31日まで

定年 ｜ 自己都合
平成3()年1月1日以降

定年 ｜ 自己都合
勤続

年数

１

２

３

４

５

６

ワ

ｊ

８

９

0．87

1.74

2.61

3．48

0．522

1．044

1．566

2．088

0.837

1．674

2.511

3．348

0．5022

1．0044

1．5066

2．0088

2.511

3.0132

3．5154

4.0176

4．5198

4．35

5．22

6．09

6．96

7．83

4． 185

5．022

5．859

6．696

7．533

2．61

3. 132

3．654

4. 176

4．698

０

１

２

３

４

１

１

１

１

１

8．7

12.07125

13.2675

14．46375

15.66

8．37

11.613375

12．76425

13．915125

15．066

5．022

43256

16912

90568

64224

5．22

7．7256

8．4912

9.2568

10.0224

申
●
●
●

ワ

４

８

８

９

５

６

７

８

９

１

１

１

１

１

16.85625

18.59625

20.33625

22．07625

23.81625

10．3788

12.88143

14.08671

15.29199

16．49727

10．788

13.3893

14.6421

15.8949

17. 1477

16．216875

17.890875

19.564875

21.238875

22.912875

6695

3435

0175

6915

3655

20

21

22

23

24

25.55625

27.29625

29.03625

30.77625

32.51625

34．5825

36, 1485

37.7145

39．2805

40．8465

42.4125

43．9785

45．5445

47. 1105

48．6765

20．445

22. 185

23．925

25，665

27.405

19

21

23

24

26

24.586875

26.260875

27.934875

29.608875

31.282875

25

26

27

28

29

29. 145

30．537

31.929

33.321

34.713

33．27075

34．77735

36．28395

37．79055

39.29715

28

29

30

32

33

0395

3787

7179

0571

3963

34．7355

35．7399

36．7443

37．7487

38.7531

30

31

32

33

34

36． 105

37. 149

38. 193

39．237

40.281

40.80375

42.80375

43.81695

45．32355

46．83015

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

49.59

49.59

49.59

49.59

49.59

49．59

49．59

49．59

49．59

49．59

49．59

41.325

42．369

43．413

44．457

45.501

46．545

47．589

48．633

49．59

49．59

49．59

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

47．709

39.7575

40.7619

41.7663

42．7707

43.7751

44．7795

45．7839

46.7883

47．709

47．709

47．709

3 105の2



3－3給与・諸手当

※別表2 退職手当調整額（平成27年4月1日以降）

調整額

65,000円

59,550円

54, 150円

43,350円

32,500円

27, 100円

21,700円

適用区分

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

斗

Ｊ

号

号

号

号

号

号

号

う

１

２

３

４

５

６

７

区

第

第

第

第

第

第

第

(20)地域手当

当該地域における民間の賃金水準を基礎とし， 当該地域の物価等を考慮して人

事委員会で定める地域に在勤する職員等に支給される。 （公務員給与が地域の民

間賃金水準をより反映したものとなるよう，主に民間賃金水準の高い地域に在勤

する職員等に支給されている。 ）

給与条例第10条の2

／

ア支給地域

1級地 東京都特別区

2級地 大阪府大阪市

3級地 愛知県名古屋市

7級地 石川県金沢市， 内灘町

イ支給額

（給料の月額十管理職手当十扶養手当） ×支給率( 3/100 )

ウ支給日

給料日に支給される。

エ異動保障

支給地域に6か月以上在勤していた職員が非支給地の公署に異動した場合に

は，以下の割合で異動保障による地域手当が支給される。

1年目 100/100 2年目 80/100

オその他

地域手当は，勤務1時間当たりの給与額，時間外勤務手当，期末手当，勤勉

手当等の算出基礎となる。

地域手当とへき地手当が支給される場合は併給調整となる。
~l／〃

『(13)へき地手当を参照」 ／

同規則第57条の2

〆

同規則第57条の3
／

同条例第10条の4

／
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3－3 給与・諸手当

給料・諸手当等一覧表① (小･中学校）

支 給 要 件 等種 類 支給対象H謝重｜轆職柵洲

表
表
表

岬

岬
》

医

行

員

識
懇
》

(二）

(二）

給 料

給

料

教育職給料表の3級， 2級又は1級である者

給料月額×4％

教諭等 給料月額
教職調整額

教育職給料表の適用をうける者のうち，職務の級が4級である者

で人事委員会規則で定めるものの給料月額に加算する額

月額7,500円

》
錘加算額

の

特別支援学級担当職員等

教育職3級の調整基本額

〃 2級 〃

〃 1級 〃

調整数1．00

識整基本額×調整数

11,300円

11,000円(36号給以下は別に定める）

8,400円(19号給 〃 ）

教諭等月

給料の調整額

及び調整数額

管理職又は監督の地位にある職員 校長

副校長

教頭

管理職手当

配偶者

子

父母等

全職種6,500円

~ 10,000円／

6,500円
扶養手当

※満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子に限り

1人につき, 5,000円を加算

教育職給料表の3級， 2級又は， 1級である者で心身に著しい負

担を及ぼす業務に従事した者

種 類 支給額

保護防災復旧業務 （非常災害日勃 1日 8,000円

〃 （特に被害が甚大な非常災害） 1日 16,000円

救急業務 （非常災害時） 1日 7,500円

補導業務 （非常災害時） 1日 7,500円

教諭等

特

教員特殊

業務手当

殊

指導業務 （修学旅行）

（社会奉仕体駒舌動等）

5,100円

5, 100円

1日

1日勤
対外競技 (泊を伴う）

(その他）

5,100円

5,100円

1日

1日
／

音陥動 1日 2,700円 r
務

教諭等多学年

学級担当

手 当
千
丁

教諭等

教育業務

連絡指導

手 当

当

主幹教諭については支給対象主任等を置かず

に当該主任等の担当する校務を整理する場合

3-106

校
長

副校長 五種(旧12％）

教
頭

規模の大きい学校 三種(旧16％）

四種(旧14％）

その他 五種(旧12％）

規模の大きい学校五種(旧12％）

その他 六種(旧10％）

69,50()円

60,80()円

52，100円

52,100円

52，100円

43,700円

種類

支給額

2学年

1日 290円

3学年

1日 350円

支給額

1日 200円



3－3給与・諸手当給料・諸手当等一覧表②

支給対象隔確｜ 齪離上柵糾支 給 要 件 等類種

校長

昌I駮長

教頭

管理職手当の支給される職員が，臨時又は緊急の必要その他の

公務の運営の必要により勤務を要しない日等に勤務した場合

管理職員

特別勤務手当

全職種

住居手 当

月額30，000円十交睡蝿の区分に応じての加算額 全1雑

単身赴任手当

給料月額

4級加算額

教職調整額

給料の識整額

扶養手当

地域手当

再任用職員

0．725

0．450

1． 175

0．725

0.450

1. 175

全j備睡

支給日 基準日 手当 一般職員

期末(支給割合) 1.275

6／30 6／1 勤勉()可鱸率） 0．95

計 2.225

期末(支給害|洽） 1.275

12/10 12/1 勤勉(ﾉ錨率) 0.95

計 2.225

期末手当 期末手当麹懲頁x支給害'洽×期間率(円未満切捨て）

勤勉手当 勤勉手当惑礎額×成績率×期間率 （円未満切捨て）

加算害'洽※経験年数は新四大卒

’ ’5％
| …| 5"4IM(""M30…， Ⅲ％’ 7級6級

6／30 6／1

12/112/10

行政職

r

期末勤勉手当
4級腱験慰30年未満）

3級（経験句數12年以上）
5％

20％

15%

15%

10%

10％

5％

15%

10%

5級（大規模校の校長）

5級（上記以外）

4級（畠'肢長）

4級（経験年数30年以上）

3級2級（経験種30年以上）

2級（経験年数12年以上）

7級

6級5級経験年数30年以上）

教育職

（二）

鍛
口 5級（経験域30年未満）

4級3級（経験年数12年以上）
5％

3-107

職名

校長

畠I駮長・教頭

週休日等

6時間以下

6,00()円

4,000円

6時間超過

9,000円

6,000円

平日深夜

(午前011勃､ら午

前5時までの間）

3，000円

2，000円

跨
綱

単身赴任手当受給者の留守家

族の居住する借家･借間

家賃相当額

22,000円以下

22,()01円以上

54，000円以下

54,0()1円以上

｡ ｢光熱水費込み」は支払額×90％を家賃とする

． ｢まかない付き」は支払額×40％を家賃とする

手当額（100円未満切捨）

家賃一lo,COO円

(家賃-22,0()0)×l/2＋12,()00円

28,000円

現行手当額の2分の1を支給

交通距離

100km以上300km未満

300km以上500km未満

500k1,以上700km未満

700km以上900km未満

900km以上1,100km未満

加算額

8,()00円

16,000円

24,000円

32,000円

40,000円

交通距離

1,100km以上1,300kIn未満

1,300km以上1,500km未満

1,500km以上2,000km未満

2,000km以上2,500km未満

2,500km以上

加算額

46,()00円

52,000円

58,000円

64,()00円

70,000円

･期末手当基礎額

(給13肋月額+艤手当十左に対する地

域手当）＋(給料の月額+左に対する

N城手当）x加窯'恰

･勤勉手当基礎額

(給1s肋月額十左に湘一るjl城手当）x

伽窯'洽+l）



給料・諸手当等一覧表③3－3給与・諸手当

簾離上柵淵支 給 要 件 等 支給対象職種種 類

州
》
銅
《
是

全職種へき地学校（へき地学校，準へき地詞詞に勤務する職員

3級準へき 4％ 16%
へき地手当

1級 8％ 4級 20%

5級2級 12% 25％

給料月額

4級加算額

教燗調整額

給料調整額

扶養手当

全職種へき地学校及び準ずる学校（↓蹄1l咽〃異動， カンつ住居を移転した場合, 6年の

範囲で支給へき地手当に

準ずる手当

’ ’
4％l～5年目

2％6年目

給料月額

4級加算額

教脂職歴額

給料調整額

扶養手当

全職種特地公署に勤務する職員

口特地勤務手当

※縄固措置あり （令和2年3月31日まで）

給料月額

4級加算額

教臘職歴額

全職種特地公署及び封蜀雲る公署へ異動カンフ住居を移転した場合， 3年の銅到で支給

※1 ．2級地の場合
特地勤務手当に

準ずる手当 給米j嗣鐸

扶養手当

中学佼第3学年修了前の子が支給対象 全職種 所得制限あり

(H24.6～）

童児 手当

支給月2月(10～1月分） ・6月(2～5月分) ･10月(6～9月分）

全聡睡支 給 日 基準日の属する月の給料日

寒冷地指定池或7蜜職員・指定公署在職員支給対象職員

世帯主で扶識族のある職員 17,800円

寒冷地手当 支給額（月額） その他の世帯主である職員 10,200円

その他の職員 7,360円

教員義務教育等教員特名11手当

4級3級 4級 5級 1級 2級 3級号給 1級 2級 号給

7,2002, 1m 4,200 6，8㈹ 4,000 5,300 6，7001～4 2,000 3,500 77～80

7,3005,400 6，8005～8 2,0㈹ 2,300 3,700 4,400 6，900 81～84 4, 100

5.500 6,900 7,40(）7,1"9～12 2, 1" 2,400 3,800 4,500 85～88 4， 10(）

7，2㈹ 4，200 5,帥0 6,900 7,50013～16 2,2Ⅸ） 2,500 4,000 4,900 89へ-92

7,5007，0Ⅸ）17～20 2,300 2,600 4，300 5, 1" 7,4㈹ 93～鈴 4，3㈹ 5,800

5,900 7.20021～24 2,400 2,800 4,500 5,2帥 7，5帥 97～'㈹ 4，4Ⅸ）

6,10025～28 2,90(） 4,700 5,4帥 7，600 4,4㈹ 7，2002,600 101～l“

5,500 7，700 6,200 7,2Ⅸ）29～32 2.700 3.000 4,9㈹ 105～108 4，500

7,30033～36 2,800 3.200 5， 100 5.700 7,帥0 l的～112 4,500 6,300

37～40 2,900 5,900 4，600 6,400 7．3003,300 5,300 8,㈹0 113～116

6,000 4.700 6,500 7,30041～44 3, 100 3,500 5,400 117～120

6,60045へ-48 3,200 3,700 5,600 6. 1Ⅸ） 121～124 4.700

49～52 3,300 3,800 5,7()0 6,300 125～128 4,800 6,700

53～56 6.4㈹ 6,8帥3，400 4, 1()0 5,800 129～132

57～60 3,500 4,300 6,㈹0 6,6㈹ 133～136 6,9帥

61～64 3,600 1,5㈹ 6, 1(刀 6,80(） 137～140 6,900

65～錦 3,7㈹ 4,8㈹ 6,” 141～144 6,9㈹6，3㈹

69～72 3,80(） 4,9Ⅸ） 6，400 7,000 145～148 7,000

7, 10073～76 3,900 5， 100 6，500 7， 100 149～157

3 - 108

1級

2級

3級

4％

8 ％

12％

4級

5級

6級

16％

20％

25％

1～3年目 5％

0歳～3歳洞簡

3歳～ノ｣学校i訂前
|第1子・第2子
I

|第3子以降

中学生

所爺郭艮度額をこえる場合

15,000円

10，000円

15,000円

10,000円

5,()()()円



給料・諸手当等一覧表④ 3－3給与・諸手当

支給対禦職種 雛X職'§洲支 給 要件等種 類

金沢市，内鮒可（7級地）に在勤する職員

支給率3％

支給額＝（給料の月額十管理職手当十扶養手当）×伎給率）

支給地域から非支給地域に異動した場合，異動保障あり

（1年目100%, 2年目80%)

給料の月額

管理職手当

教隣凋整額

給料調整額

扶養手当

全1階砿地域手当

斗撫順･餅調韻｜給料月額時間外勤務手当・休日勤務手当

支給額=1時間あたりの額×支給割合×時間数

時間外勤務手当1時間あたりの額の計算式
「

二

戸

田

〆

』

「

〆

7時間45分

1日あたりの

勤務ﾛ舗葡

(給料の噸+月額で支払伽6手当)×12月÷ ×52週一

支給割合

160/100

(175/100)

（ ）はlか月60時間を超える場合

手当 ｜全職種勤
翻

通

距離：一般的に利用し得る最短の経路の長さによるもの

交通機関等利用者 支給限度額 60，000円

交通用具使用者 0～210,は非支給

Ｊ

１

ア
イ
‐

ｵし，特急料金等の2分の1の額を2万円を限度として力曉

当額に加え, 6万円を限度として計算｡加算制度も該当する場

合はい-樹1,か高い九

◎充像となる職員

利用によって通勤時間が30分以上副間され,特急等を利用せずに通勤するものとした場合,遮灘跡が60hn以上,又は通勤時

間が概ね90分以上である職員北陸自動車道の場合は,北陸自動副埴を利用しない場合の通勤踞獅ﾐ60km以上であり，かつ北陸

自動車道の利用i職が30km以上の職員

3 － 109

祝日法による休

日及び年末年始

の休日の日数

週休日にあた

る年末年始の

休日の日数

38噺剖45分

区 分

勤務日

(休日及び年

末年始の休

日を除く）

週休日

休日

(休日及び年

末年始の休

日）

支給害I洽

適用条項

勤務区分

支給割合

適用条項

勤務区分

支給害I洽

適用条項

勤務区分

0:00 5:00 （8:30） （17:00） 22:00 24:00

150/100 125/100

（175/100） （150/100）

時間外勤務
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

160/100

(175/100）

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

135/100 160/100

(150/1()()） （175/lO()）

: 13条2号･'3条カッコ書： 13条2号 ： 13条2号･'3条ｶｯｺ書！

時間外勤務

13条1号･'3条カッコ書： 13条1号

160/100 135/100

（175/100） （150/100）

13条2号･'3条カッコ書； 13条2号； 14条

時間外勤務 Ii永日勤務］ 時間外勤務

125/100 150/100

正規の （150/100） （175/100）

勤務時間 13条1号 13条1号･'3条カッコ書

時間外勤務

125/100

(150/10()）

Z 150/100

(175/100）

135/100
135/100

(150/100）

13条2号： 13条2号･'3条カッコ書：

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

片道の使用f雛

､n以上

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

K､識

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

支給月額

2,200

4,400

5,200

6,100

7,1()0

8,200

9,300

10,500

11,700

12，900

14,10(）

15,300

16,450

17,600

18,700

片道の使用距離

Mn以上

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

､n硫

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

支給月額

19，850

21,()00

22,150

23,300

24,400

25,150

25.900

26,600

27,300

28,000

28,750

29,500

30,200

3(),900

31,600

片道の使用距離

､n以上

62

64

66

68

7（〕

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

Mnﾌ鏑

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

支給月額

32,250

32,900

33,550

34,200

34,850

35,500

36.150

36,80(）

37,45(）

38，100

38,750

39,400

40,050

40,700

41,350

片道の使用R關惟

Mn以上

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

12(〕

､､調茜

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

支給月額

42,000

42,650

43,300

43,950

44,600

45,250

45.900

46,550

47,200

47,850

48,500

49,150

49,800

50,45(）

51，100



3－3 給与・諸手当

行政職給料表
平成31年4月1日

の

分

巨
貝
職

区
8級 9級4級 5級 6級 7級2級号給 1級 )級

363,800

366,400

368,800

371,400

373,300

375,800

409,100 459,500０

０

０

０

β

β

４

６

６

６

２

２

０

０

０

０

４

６
，
，

０

２

９

９

２

２

０

０

０

０

０

２
１
，

０

２

２

２

３

３

146,5()(）

147,600

196,000 ０

０

０

０

１

河

２

３

３

３

２

２

1

411,500

414,000

０

０

０

０

６

６
，
，

２

５

６

６

４

４

０

０

０

０

β

β

７

９

９

９

１

１

２
’
３

４

148,800

149,900

０

０

０

０

０

０

２

８

２

１
７
Ｊ

５

６

８

３

３

３

２

２

２

０

０

０

０

４

５
７
，

８

０

６

７

２

２

294,700

296,700

298,600

300,700

302,900

304,900

324,500

326,700

328,900

330,90(）

416,400

~418,300
468,600０

０

０

０

４

９

Ｌ

ｚ

Ｏ

Ｏ

２

２ ０

０

０

０

６

６

Ｌ

４

７

７

４

４

０

０

０

０

０

０

０

０

β

Ｊ

９

９

２

４

５

７

７

７

７

７

２

２

２

２

51 151,000

420,600０

０

０

０

７

５
Ｊ
，

４

６

０

０

２

２

239,900

241,400

０

０

０

０

１

２
Ｊ
，

２

３

５

５

１

１

６

７

８

422,700

424,900

477,600０

０

０

０

１

６
７
１

８

０

７

８

３

３

０

０

０

０

１

３

３

５

３

３

３

３ 480,800154,300 208,3001 243,000

426，900 483,500

486,600

489,600

244,100

245,6()0

247，200

279,900

281,900

０

０

０

０

８

１

■
″
■

６

９

０

０

３

３

337,200

339,400

０

０

０

０

０

７
７
１

３

５

８

８

３

３

０

０

０

０

０

０

９

７

５

ａ

Ｌ

３

０

１

１

２

２

２

91 155,300

429,000

431，1()0

旧

皿

一

岨

156,700

０

０

０

０

３

０

ａ

Ｌ

８

９

３

３

０

０

０

０

８

７
，
，

３

５

８

８

２

２

158,000 ０

０

０

０

３

７

Ｌ

＆

１

１

３

３

341,400

343,600 433,200 492,70(）159,3001 215,3001 248,500

495,400

497,700

500,000

502,3()0

434,900

436,700

438,80(）

440,80(）

０

０

０

０

７

５
，
フ

６

８

１

１

２

２

250,()00

251,400251,400

287,70()’ 315,800 345,4001 393,4()0３

４

１

１

160,500

０

０

０

０

７

０
，
，

５

８

９

９

３

３

289,600

291,500

０

０

０

０

９

Ｊ

７

０

１

２

３

３

347,400

349,400

351,400

162,000

252,700

254,100

０

０

０

０

２

０
１
７

０

２

２

２

２

２

胴

略

０

０

０

０

５

１
夕
，

３

５

６

６

１

１ ０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

３

１

弧

２

２

Ｊ

２

３

５

７

９

１

３

５

９

９

９

９

０

０

０

２

２

２

２

３

３

３

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

２

４

Ｊ

Ｊ

Ｊ

２

４

６

８

０

２

２

２

２

３

３

３

３

３

３

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

４

２

２

１

９

Ｊ
タ
タ
ー
，

０

２

４

６

７

０

０

０

０

０

４

４

４

４

４

442,700 504,400

505,800

507,300

508,700

223,700

225,400

227,000

０

０

０

０

０

０

０

０

６

１

８

６

１
７
１
Ｊ

５

７

８

０

５

５

５

６

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

１

２

０

９

Ｊ
７
７
７

３

５

７

８

５

５

５

５

３

３

３

３

Ⅳ

旧

四

別

０

０

０

０

０

０

３

８

３

，
，
，

６

７

９

６

６

６

１

１

１

444,500

446,3()0

448,000170,800 228,600

360,800 ０

０

０

０

８

６

ａ

Ｌ

Ｏ

ｌ

４

４

449,80() 509,90(）０

０

０

０

０

０

ｌ

８

４

Ｑ

Ｌ

ａ

３

３

３

２

２

２

０

０

０

０

２

９

■
Ｊ
ｑ

２

３

６

６

２

２

０

０

０

０

８

９

Ｌ

＆

３

３

３

３

剛
一
躯

羽

172,100

０

０

０

０

３

８

Ｌ

ｚ

ｌ

ｌ

５

５

451,300

452,700

454,200

174,800

177,400

362,700

307,200

309,300

413,400

415,300

０

０

０

０

β

』

５

７

６

６

２

２

335,900

338,000

339,400

341,300

343,200

345,100

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

７

６

β

β

湿

る

β

，
夕

４

６

８

０

２

４

６

６

６

６

７

７

７

７

３

３

３

３

３

３

３

514,300235,000

236,000

237,500

238,900

240,100

241,300

241 180,000

515,400455,600

456,900

458,200

459,400

羽
一
調
一
羽

182,600

184,300

269,00(）

27(),8()0

272,60(）

274,300

０

０

０

０

Ｏ

０

０

０

ｐ

Ｊ

２

２

１

３

５

７

１

１

１

１

３

３

３

３

417,100

418,600 516,500

517,700

518,900

420,100

421,700

０

０

０

０

０

０

９

β

２

５

７

９

８

８

８

１

１

１

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

魂
一
羽 ０

０

０

０

０

７
７
Ｆ

６

７

７

７

２

２

０

０

０

０

９

９
Ｊ
，

８

０

１

２

３

３

423,300

424,600

460,400

461,100

519,9()0

52(),800

346,700

348,60(）

350,500

242,500

243,500

０

０

０

０

８

６
，
，

７

９

７

７

３

３

０

１

３

３

０

０

０

０

９

７
１
，

０

２

９

９

１

１ ０

０

０

０

７

７

Ｌ

２

２

２

５

５

461,900

462,600

０

０

０

０

０

０

０

０

５

０

５

４

Ｊ
，
，
夕

９

１

２

４

７

８

８

８

２

２

２

２

０

０

０

０

Ｏ

０

０

０

ｐ

Ｊ

３

８

３

５

６

８

２

２

２

２

３

３

３

３

425,900

427,100

428,30(）

321 194,400 244,700 ０

０

０

０

０

０

３

２

１

２

４

６

５

５

５

３

３

３

０

０

０

０

０

０

２

ｐ

４

Ｌ

３

４

８

８

８

３

３

３

調
一
狸

196,000 246,000

247,000

463,300

464,100

464,800

465,400

465，900

466,500

467,100

467,700

523,500

524，400

525,100

197,400 429,600

430,900

432,100

０

０

０

０

２

３
Ｊ
由

０

２

３

３

３

３

弱

妬

０

０

０

０

２

１
７
７

６

８

８

８

２

２

０

０

０

０

９

６
１
７

７

９

５

５

３

３

０

０

０

０

９

５
，
Ｊ

５

７

８

８

３

３

０

０

０

０

９

４
９
７

８

０

９

０

１

２

248,200

249,500 ０

０

０

０

６

３

Ｊ
５

６

２

２

５

５７

８

３

３

０

０

０

０

７

０
１
Ｊ

１

３

０

０

２

２

０

０

０

０

４

７

Ｑ

Ｌ

５

５

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

７

４

２

０

９

Ｌ

３

風

８

９

９

９

２

２

２

２

334,200

336,100

338,100

340,000

０

０

０

０

Ｏ

３

Ｌ

２

６

６

３

３

０

０

０

０

９

１
，
訂

８

０

８

９

３

３

433,30(）

434,100

434,900

435,700

~

０

０

０

０

０

０

９

７

３

６

Ｚ

＆

２

２

２

５

５

５

９

０

３

４

０

０

０

０

２

五

４

５

０

０

２

２

０

０

０

０

９

２

２

４

５

５

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

７

１

４

３

，
，
，
，

３

５

６

７

６

６

６

６

３

３

３

３

391,300

392,400

393，500

394，700

395,900

397,100

397,800

398,500

399,200

399,900

400,500

401,100

401,600

402,000

402,400

402,700

403,000

403,300

403，600

０

０

０

０

２

７
１
，

８

８

６

６

４

４

528,800０

０

０

０

６

０
，
，

５

７

５

５

２

２

296,500

298,200

341,900 ０

０

０

０

３

０
別
』

６

７

３

３

４

４

１

２

４

４

０

０

０

０

β

１

６

８

０

０

２

２ 343,800

345,600

347,500

469,100

469,400

469，700

弼
一
狸

209,400

210,700

211,800

213,100

０

０

０

０

０

０

０

０

２

４

６

８

ａ

ａ

Ｑ

Ｌ

５

５

６

６

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

７

３

９

６

乳

上

２

４

９

０

０

０

２

３

３

３

368,4()0

369,500

437,700

438,400

439,300

440,100

440,500

441,200

441,700

442,100

45 349,()00 370,300

371,2()0蛉

獅

蛤

０

０

０

０

４

９

０

上

５

５

３

３０

０

０

０

Ｊ

２

３

４

６

６

２

２

０

０

０

０

２

９

６

７

０

０

３

３

０

０

０

０

４

７
，
，

４

５

１

１

２

２

０

０

Ｏ

０

Ｊ

ｐ

２

３

７

７

３

３353,400

491 216,800 265,300 308,8001 355,100 373,900

374,700

375,500

376,300

377,000

377,700

378,400

379,100

卵
一
団

０

０

０

０

９

９
Ｊ
１

７

８

１

１

２

２

０

０

０

０

４

７
，
，

６

７

６

６

２

２

０

０

０

０

３

８

ａ

Ｌ

ｌ

ｌ

３

３

０

０

０

０

９

１

■
〃
■

５

７

５

５

３

３ 442,500

442,900521 220,000 269,000 ０

０

０

０

０

０

５

１

７

，
Ｊ
，

３

５

６

１

１

１

３

３

３

358,100

359,000

360,100

３

４

５

５

０

０

０

０

Ｊ

１

１

２

２

２

２

２

０

０

Ｏ

０

ｐ

ｊ

Ｏ

１

７

７

２

２

443,300

443,700

444,100

444,4()0

弱
一
記

叩
帥

３

８
Ｊ
，

８

９

１

１

３

３

223，()0(）

224,00(）

０

０

０

０

５

８
，
ソ

２

３

７

７

２

２

０

０

０

０

Ｏ

１

Ｌ

ｚ

６

６

３

３

７

８

５

５

274,7()0

275,700

276,600

277,700

278,8()0

０

０

０

０

３

５

Ｌ

２

２

２

３

３

０

０

０

０

β

』

４

５

２

２

２

２

363,000

363,700

364,400

365,100

365,500

366,100

366,800

367，500

０

０

０

０

０

０

β

２

β

９

０

０

７

８

８

３

３

３

444,700

445,100445,100０

０

０

０

９

２
，
Ｊ

３

４

０

０

４

４ 445,400弱

印

０

０

０

０

９

６
，
，

５

６

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

７

９

６

ダ
ダ
，

３

４

５

２

２

２

３

３

３

０

０

０

０

５

９

Ｌ

Ｌ

８

８

３

３

445,700

446,000

０

０

０

０

５

β

，
４

４

０

０

４

４副
一
館

０

０

０

０

０

０

０

０

３

３

１

０

１
７
１
Ｊ

７

８

９

０

２

２

２

３

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

８

７

７

ａ

ｑ

Ｌ

７

８

８

２

２

２

０

０

０

０

０

０

５

３

１

，
Ｊ
夕

６

７

８

２

２

２

３

３

３

０

０

０

０

６

２
１
，

２

３

８

８

３

３

405,100

405,400閉
一
別 383,800 405,700
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3－3 給与・諸手当

職員の

区分
9級8級7級5級 6級3級2級 4級号給 1級

367,800

368,500

369,200

369,900

370,200

370,800

371,500

372,100

372，400

373，000

373,700

374,300

374,700

375,200

375，800

376,300

376,800

377,400

377，900

378,200

378,600

379,100

379,500

379,900

380,300

380,800

381,200

381,600

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

２

８

４

０

４

９

４

０

３

７

１

５

８

９
７
７
１
，
９
１
７
，
９
１
１
７

４

４

５

６

６

６

７

８

８

８

９

９

９

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

８

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

406,000

406,300

406,600

406,900

407,100

407,400

407,700

408,000

408，200

408,500

408,800

409,000

409,200

409,500

409,800

410,000

410,200

410,500

410,800

411,000

411,200

329,000282,200

283,100

283,800

284,700

開
一
髄
師
一
船

０

０

０

０

７

４

Ｑ

Ｌ

３

３

２

２ ０

０

０

０

０

０

４

１

９

１
Ｊ
，

９

０

０

２

３

３

３

３

３

０

０

０

０

３

３

２

３

３

３

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

７

４

１

８

３

９

４

０

β

β

２

〃

Ｊ

７
１
，
７
，
９
，
７

１

２

３

３

４

４

５

６

６

６

７

７

８

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

０

０

０

０

７

５
，
，

５

６

８

８

２

２ ０

的
一
ｍ

234,000

234,600

０

０

０

５

３

６

７

８

８

２

２０

０

０

０

ｊ

β

５

５

３

３

２

２

１

２

７

７ 288．100

０

０

０

０

９

４
Ｊ
，

８

９

８

８

２

２

０

０

０

０

０

０

６

２

８

１
Ｊ
，

６

７

７

３

３

３

２

２

２

可m

io

４

５

６

７

７

７

289,800

290,300

290,500

290,800

291,000

291,400

291,600

291,800

292,200

292,500

292,800

293,100

293,400

293,800

238,300

239,000

239,700

240,400

240,900

241,400

万
一
沼 ０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

１

４

７

９

２

５

７

９

２

５

〃

９

２

β

Ｊ

９

ｊ
ｌ
ｌ
？
，
Ｊ
ｊ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

２

２

２

２

３

３

３

３

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

９

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

３

氾
一
帥

81

０

０

０

０

６

１
，
９

８

９

３

３

３

３

２

３

４

８

８

８

242,100

242,800

339,600

339,900

340,300

340,800

341,200

341,500

341,900

342,400

342,800

343,000

343,400

343,900

344,300

344,500

344,900

345,300

345,600

345,900

243,500

85 ０

０

０

０

１

８
１
Ｊ

４

４

４

４

２

２髄
一
師
開

245,500

246,200

294,100

294,500

89 246,700

247,200

247,5()0

247,900

卯
一
肌再

任
用
職
員
以
外
の
職
員

294,800

295,200

295,400

295,600

295,900

296,300

296，500

296,800

297,200

297,600

297,800

92

381,900卵
一
別

248,200

妬
一
師

Ｗ

躬
一
的
一
ｍ

皿
一
皿 ０

０

０

０

０

０

Ｊ

β

β

８

８

８

９

９

９

２

２

２

０

０

０

０

３

７
１
３

６

６

４

４

３

３肥
一
皿 347,100

０

０

０

０

６

０
１
１

７

８

４

４

３

３

０

０

０

０

０

３
，
Ｊ

９

９

９

９

２

２

噸
“
｜
血

畑

０

０

０

０

０

０

０

０

７

０

２

β

Ｊ
，

９

０

０

０

９

０

０

０

２

３

３

３

348,400

348,800

349,300

349,700

350，000

350,300

350,800

叩

ｍ

０

０

０

０

０

３

山

Ｌ

Ｏ

Ｏ

３

３

１

２

１

１

１

１

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

５

７

０

４

６

，
７
１
１
，

１

１

２

２

２

０

０

０

０

０

３

３

３

３

３

山
一
皿
唖

I

唖
一
ｍ

０

０

０

０

８

１

２

３

０

０

３

３

肥
一
四
一
ｍ 303,400

303,800

304,000

304,300

304,600

304,900

215,700

皿

唖
四
一
四

l 125

再任用職員 255,8001 275,3001 290,4001 315,9001 357,7001 390,8001 442,100188,200
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3－3給与・諸手当

医療職給料表(二）
平成31年4月1日

’
職員の

区分
7級6級5級2級 3級 4級号給 1級

327,800 372，000

374，700

281,700

283,600

285，700

287，700

289，800

188,900

190,500

192,100

193,700

195,200

196,700

224,1001 250,200151,400

152,800

154,200

155，600

１

’

２

３

329，800

332，000

225，7()0

227，300

228，900

251，400

252，600

254,000

377，300

380，()00334,2004

336,000

338,200

340,200

342,400

382,400

385,100

387，700

390,400

230,400

232,000

255，200

256,400

156,800

158,600

５

６ 291,900

293,800233,500

235,100

257，60(）

258，600

198,300

199,800

ワ
ｉ

Ｑ
ｏ

160,300

295,800161,900

392，500

394，800

397,100

399,300

344,200236,200

237，700

239,100

240，300

259，900 297，800

299，800

163,500

165,200

166,800

201,400

203，100

2()4，700

206,400

207，800

９
｜
Ⅲ 346,300

348,400

260，700

261,700

262,700

301,800

303，800

11

12 350,500168,600

352，000

354，000

401,400

403，400

405，400

407，500

241，900

243,300

264，000

265，200

305,800

307,700

３

４

１

１

170,100

172,000

174,000

175,900

209,400

211,000 356,000

358,000

309,800

311,800

244,500

245,900

266,8(〕0

268，200

嘔
一
岨 212,600

214,000 359,800

361,800

363,800

409,300

411,300

413,200

415,300

313,900

315,900

318,000

246,700

247,900

249,100

269,70(）

271,400

177,800

179,600

181,400

183,300

Ⅳ

昭 215,600

217,300 273,200旧

別 250,200 274,900 320,100 365,800219,000

220，300 417,100321,900

323，900

325，700

367，600

369，600

０

０

０

０

６

５

Ｌ
２

５

５

２

２

０

０

０

０

７

４

６
＆

７

７

２

２

185,100

186,600186,600

別

躯 418,700

420,300

421,800

221,800

223，200

224，700

188,200

189,700

371,700

373,80(）

253，500

254，600

255，800

257，000

280,100

281,700

283，500

285，2()0

羽
一
別再

任
用
職
員
以
外
の
職
員

327，700

329,400 423,300

424,600

425,900

375,200

377,000

226,100

227，500

228，800

230,200

231,500

232，900

191,300

192,600

194,100

195,500

泌
一
沁
一
”
泥

331,300

333,300 378,800

380,500

382,300

383,800

385，400

387,100

388，400

258,4()0

259，9()0

287,000

288,60(） 427,200

428,500

335,300

336,600261,300

262,900

264,500264,500

290,300

292,100

293,900

羽
一
鋤
一
訓

197,000

198,200 429,700

430,900

432,000

338,400

340,100234,400

235,800 266,000

199,500

295，800

297，500

341，900321 200,800

433,200

434,400

435,600

436,800

343，600

345，400

236,800 267,400謁
一
劉
一
調

202,200

203,600

204,900

389，700

391,000

269，100

270，7()0

272，400

299，200

301,000

238，100

239，100

240，300

347,300

349,100

350,90(）

392，200302,800

304,100

305,800

307,300

308,900

310,600

粥
一
訂

206,300

207,400 393，300

394，500

438,100273，900

275，400

241,600

242，900 439,000

439,400

440,100

352,600

354,200

詔

羽

208,700

395，600

396，700

277，000

278，400

244，000

245,300

210,000

356，000

357，200

358，300

359,500

360，700

361,900

362，700

401 211,300

397，600

398，400

440,600

441,000

441,400

246，600 279，900

281,500

283，200

284，900

286，400

288,100

289，800

291,400

292，600

294，200

295，500

297,100

212,400

213,600

41
~

312,300

314,000

247，60042

０

０

０

０

２

０

夕

ｊ

９

０

９

０

３

４

偲
一
“

214,800

216,000

248，800

249,900

251,000

252，300

253，600

254，800

256，400

441，800315,700

316,600 442,200

442,60(）

400，400

401，000

217,200猫

妬 318,000

319,500

218,300

443,000

443，300

401,500

401,900

363，900

365,000

219,300

22(),400

獅

妃 321，10(）

322，500

323，800

325，000

326,300

402，300

402,600

443，600

444,000

221,400

222，400

366，000

367，000

卿
一
卵
副
一
魂

257，800

259，000

260，20(）

444,300

444,60(）

4()2,900

403,200

368,000

369,()00

223,30(）

224，300

444,900298，400

299,900

369,800

370,600

371,500

403，500

403，800

327，400

328，400

粥

別

224，600 261,300

262，600262，600225,400

226,100

226，9()(）

263，900

265，()00

404,100

404,400

301,300

302,800

329,500

330,500

弱
一
弱 372,400
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3－3 給与・諸手当

の
分
員職
区 6級 7級号給 1級 2級 3級 4級 5級

265，800

267,100

268,400

269,700

270,600

271,900

273，200

274，500

275,300

276,400

303，800

305,000

404,700

405,000

405,300

405,700

405,900

57

58

59

227，600 331,000

331,900

332，700

333，600

334,400

334，700

335，300

336，000

336，600

337，300

372,900

373,700

374,500

375，3()0

０

０

０

０

５

２

Ｊ

７

８

９

２

２

２

２ 306，200

307，600

308，900

310,100

帥
一
団

230,000

230,900 375,700

376，400 406，200

406，500

231,600

232，500

駆

開 311,400

312,600

377,100

377，800

378，200

378，800

379，500

380,100

380，50(）

406,800

407,000

233，500“
｜
開 314,100

314,900

234,100

234，800

235，500

０

６

７

６

６ ０

０

０

０

３

４

７

９

７

８

７

７

２

２

315,700

316,500０

０

０

５

２

Ｊ

，

５

６

３

３

２

２

338,000

338,700舶
一
的
一
ｍ
、
｜
犯

279，400

280，400

317,100 339,400０

０

０

０

９

５

Ｊ

，

６

７

３

３

２

２ 317,800

318,500

381,000

381，500

339,900

340,500

341,100

281,500

282，600

238,100

238，600

239，300

240,000

~

319,100 382,000

319,800

320，000

283，200 341,400

342,000

382,600

383,100

門
一
脚 283，900

284，400 320，600 342，500

343,100

383，700

384，300

384，800

布
一
柘

０

０

０

０

７

２

Ｑ
Ｌ

４

４

２

２ 285,200 321,200

321,800 343,600

344,100

241,600 286，000

286，600

万
一
沼
一
ね
一
別
一
別

322，300

322，800

385,300

385，800

242，2()0

242,800 287，200

287，800

288，500

289，000

289，400

289，800

344,600

345,000

345,300

345,600

346,000

346,300

323，300 386，300243，400再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

323，900

324，400

386，600

387,100

243,700

82

83

244,100

244,500

244,800

324，800

325，300

387，5()0

387，900弘
一
妬 290,000

290,200

325，800

326，200

346,800

347,100

388,300245,100

師
一
Ｗ
鯛

290，400

290,600

291,000

291,200

326，400

326，800

327，200

347,400

347,700

348,100

348,400

的
一
卯
釧

327,600

328,000

328,400

291,400

291,600

348,800

349,10092

328，700

328，900

０

０

０

０

０

２

１

７

２

２

９

９

２

２

349,500

349,800

卵

鯉

292，400

292，70(）

329,300

329,600

329,800

350,100

350,400

350,700

351,100

351,500

351,900

352，400

352，800

353，200

353，600

354,100

95

96

卯
一
兜
一
的
一
ｍ

293,100

293，400

293，600

293，900

294,200

294，400

294，600

294，900

295，200

330,100

330,400

330,700

330，900

331,200

331,600

331,800

332，000

101

102

103

104

105

106

107

332，200

332，600

108 332，800

109

110

111

333，000

333,400

口
333，800

334，200

334，400

244,100錦薑 257,5001 282,8001 323,6001 365,900189,2001 215,800
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3－3 給与・諸手当

教育職給料表(二）
平成31年4月1日

｣賊貝の

区分

職員の

区分 号給 1級 2級 3級 4級 5級 号給 1級 2級 3級 4級 5級

知
皿

如
畑

翔

皿

皿
“

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

４

９

４

９

５

４

２

０

ｑ
Ｌ
ａ
４
ａ
ａ

Ｑ
２

６

６

６

６

６

６

７

７

１

１

１

１

１

１

１

１

皿

幽

州

州

州

州

州

州

ｌ

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

０

０

０

０

０

０

０

㈹

加
即
釦
一
卯
細
釧
加

２

４

７

９

１

４

６

９

１

妬
妬
泌

”

”

”

”

躯

293，700 ０

０

０

０

０

０

０

０

〃
２
〃
２

７

９

０

２

０

０

１

１

４

４

４

４

両
一
沼

０

０

０

０

０

０

０

１

３

９

Ｑ

Ｌ

７

８

８

２

２

２

０

㈹

帥

０

４

１

蝿

過

蝿

３

３

３

０

０

０

０

０

０

０

０

０

４

８

２

Ｊ
ｊ
ｊ
７

８

８

８

９

１

１

１

１

４

４

４

４

１

２

３

４

伽
卯

３

２
７
７

６

９

９

９

２

２ 門
一
帥301,600 282,5001 346,900

５
’
６

０

０

０

０

０

０

沁

加

“

“

ａ
Ｌ

Ｏ

０

０

１

３

３

３

３

㈹
㈹

皿
㈹

６

０

５

１

３

５

６
↑
８

１

１

１

１

４

４

４

４

０

０

０

０

７

６

３

４

８

８

２

２

皿

皿

偲

帥

３

３

ｍ
Ｍ

Ｍ

ｍ

帥

卯
卯
伽
凹
㈹
一
山
㈹

刎

皿

伽

畑

ｐ

〃

２

９

３

７
－
０

３

２

０

７

５

７

１

７

，

“

“

皿

蝿

蝿

畑

抑

畑

地

一

皿

一

心

一

似

３

４

４

５

０

０

０

０

４

４

４

４

０

０

０

０

５

９

９

９

１

１

４

４

別
躯
踊
一
弘

７

８

０

０

０

０

８

０

５

７

８

８

２

２

０

０

０

０

９

７

Ｌ

＆

５

５

３

３

０

０

０

０

３

６
カ
Ｊ

Ｏ

Ｏ

２

２

４

４

抑
皿
皿
而
皿
一
皿

皿
皿
抑

伽

蜘

蝿

哩
哩

煙

哩

必

錘

313,600 ０

０

０

０

鋤

卯

卯

帥

、
こ
も
毎
７
１

９

０

２

３

１

２

２

２

４

４

４

４

０

０

０

０
－
０
《
０

９
’
６
~
１

甦

砥

凪

３

３

３

９
｜
Ⅲ
｜
皿
哩

０

０

０

０

０

０

０

０

７

８

８

８

，
７

，
Ｆ

３

５

７

９

７

７

７

７

１

１

１

１

193,500

196,300

199,000

201,700

刈

伽

皿

，

７

７

皿

狂

紐

踊
髄
一
師
一
鯛

Ⅷ
畑

皿
知

１
７

７
，

７

８

９

０

調
羽

調
羽

０

０

０

０

０

７

６

８

１

１

３

３

321,600 伽
皿
皿

皿
皿

籾

和

知

知
一
知

０

０

０

０

０

０

１

５

５

７

７
７

０

２

４

９

９

９

２

２

２

０

０

０

０

９

３
夕
７

４

６

２

２

４

４

０

０

０

０

０

９

４

５

２

２

３

３ ０

291,500旧

腔
旧
一
焔

０

０

０

０

０

０

０

０

〃
β
ｊ
４

１

３

６

８

８

８

８

８

１

１

１

１

204,500 鯛
一
卯

０

０

釦
抑
両

６

７

’

９

哩

但

他

如

皿

邪

狐

皿

畑

０

０

０

０

０

０

４

３

１

７
７
，

２

３

４

９

９

９

２

２

２

０

０

０

０

４

４
７
，

６

８

９

９

２

２

０

０

０

０

塑
叩

犯

犯

１

２

９

９

430,300

431,600

432,800

０

０

０

０

０

０

５

８

１

７
７
３

６

７

９

６

６

６

３

３

３

Ⅳ
｜
旧

四
一
卯

０

０

０

０

０

０

０

０

β
２
〃
２

０

３

５

８

９

９

９

９

１

１

１

１

帥
一
㈹
㈹
一
叩

皿

坪

坪
唖

０

０

０

０

０

０

０

０

５

９

４

１

１
１
１
１

０

２

５

８

０

０

０

０

３

３

３

３

０

０

０

０

０

０

Ｂ

ｊ

２

１

４

６

３

３

３

ｊ

ｊ

１

”
｜
叫
一
妬
一
粥

294,400

295,100
０

０

０

０

８

６

５

６

９

９

２

２434,100

皿
抑
一
迦
皿
皿
皿
皿

抑

０３ ０

ｍ
弛
一
飛
恥
妬
那
亟
畑

３ ０７０

０

０

０

２

４
３
７

８

０

３

４

３

３ 皿

刈

汕

仙

皿

他
“
｜
蝿

310,300 卯

的

２

４

ａ
ｌ
ａ

３
－
３

４
』
４

971 297,400別

犯
一
羽
型

０

０

０

０

０

０

０

０

７

４

１

８

７
７
７
，

０

２

４

５

０

０

０

０

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

０

０

０

９

８

７

８
９
Ｌ
＆

１

１

２

２

２

２

２

２

０

０

０

０

７

０

２

５

１

１

３

３

皿

知

，

，

狸

池

肥
一
的

０

０

０

０

２

０

８

９

９

９

２

２０

０

０

０

７

１

７

９

３

３

４

４317,600 ０

０

０

０

－

０

０

卯

加

卯

一

卯

ハ

院

Ｕ

１

Ｊ

，

へ
、
ｗ

７

６

沁

籾

・

狸

弱

４３ 、
｜
皿
一
ｍ

００７

皿

、

９９２

３

３

凶

例

440,400 ０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

６

９

２

４

β

３

３

４

４

４

１

１

１

１
１

４

４

４

４

４

225,200

227,200

320,200

322,500

324,700

326,800

329，000

330,700

332,800

334，800

336,600

338,700

340,800

342，800

344,800

346,700

348，700

350,600

352,100

353，900

濁
沁
幻
一
詔

０

０

０

０

０

０

０

０

３

７

３

８

ア
Ｊ
〃
，

７

８

０

１

０

０

１

１

２

２

２

２

０

０

０

０

０

０

６

６

７

，
，

９

１

２

３

４

４

４

４
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3－3給与・諸手当

教育職給料表(二）
平成31年4月1日

職員の

区分
5級3級 4級1級 2級号給

405,4()0

405,700

153

皿
一
価
師

406,000

406,200

406,400157

再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

再仕用職員| 225,7001 271,8001 298,8001 325,200 406,200
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3－3給与・諸手当

3所得税源泉徴収及び年末調整
所得税源泉徴収

ア源泉徴収制度

所得税は，所得者自身が自分の所得を申告し，それに対する税額を計算し

て納付する「申告納付制度」を建前としている。

しかし，給料や賞与などの給与所得については，その支払者が毎月の支払

の際に所定の税額表によって所得税を天引きして納付する「源泉徴収制度」

がとられている。

イ源泉徴収義務者

給与所得及び退職所得の支払をなす者は， これらの所得の支払の際にその

支払を受ける人の税金を天引き徴収し，その税金を政府（所轄税務署）に納

付しなければならない。この支払者を源泉徴収義務者という。

ウ課税される給与等

（ｱ）給料（教職調整額を含む）

（ｲ）扶養手当，期末勤勉手当その他手当

（ｳ）退職手当

エ非課税所得

（ｱ）傷病者の恩給及び遺族の恩給又は年金

（ｲ）旅費

（ｳ）失業保険

（工）非課税とされる通勤手当

「(5) 通勤手当」参照

オ税額の計算

（ｱ）税額表

給与…．．………･給与所得の源泉徴収税額表（月額表）

賞与……………賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

退職所得．．…･…源泉徴収のための退職所得控除額の表

（ｲ）給与所得に対する税額計算

その月の給与の総額(課税される給与)から控除すべき社会保険料を差

し引いた金額

（ｳ）賞与に対する税額計算

前月中に給与の支給を受け，かつ「扶養控除等(異動)申告書」を提出し

ているものに支払う賞与について，前月の給与の課税対象額から｢賞与に

対する源泉徴収税額の算出率の表｣の甲覧により税額を求め，賞与に乗じ

て徴収税額とする。ただし，前月中の給与等の金額がない場合や，前月中

の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞

与の金額（社会保険料控除後の額）が前月中の給与等の金額（社会保険料

控除後の額）の10倍相当額を超える場合は， 月額表を用いて税額を算出

する。

(1)

ア

所得税法

第5条

同法第183条

所得税法

第89条
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3－3給与・諸手当

※社会保険料には，雇用保険料を含む。

（ｴ)退職所得に対する全額計算

退職手当等に対しては，退職所得控除額を引いた残額の1／2の額か

ら 「退職所得の源泉徴収税額表」により全額を求める。ただし，死亡退

職により遺族に支払われる退職手当等は，遺産相続による収入として相

続税の対象となり，所得税は課税されない。

(2)年末調整

給与の支払者は，給与の支払を受ける人の一人ひとりについて，毎月の給料

や賞与等の支払の際に源泉徴収をした税額と，その年の給与等の総額について，

本来納めなければならない税額（年税額） との過不足額を年末に精算する。

ア年末調整の対象者

所得税法

第190条

年末調整は，原則として給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動）

申告書」を提出している者全員について行うが，例外的に年末調整の対象と

ならない場合がある。

年末調整の対象にならない場合は， 自分で確定申告をしなければならない

ので，期限までに住所地の所轄税務署長に確定申告書を提出し，税額を精算

する。

(ｱ）年末調整の対象となる人

・ 1年を通じて勤務している。

・年の途中で就職し，年末まで勤務している。

・年の途中で死亡により退職した。

．著しい心身の障害のため年の途中で退職し，本年中に再就職ができない

と見込まれる。

･ 12月の給与の支払を受けた後に退職した。

・パートタイマー等として働いていた者が年の途中で退職し，その本年中

に支払われる給与の総額が103万円以下で，退職後，他の勤務先等から

給与の支払が見込まれない。

・年の途中で，海外への転勤等の理由により非居住者となった。

(ｲ）年末調整の対象とならない人

・本年中の主たる給与の収入金額が2，000万円を超えている。

・被災し， 「災害被害者に対する租税の減免，徴収猶予等に関する法律」

の規定により本年分の給与に対する源泉所得額の徴収猶予又は還付を

受けた。

・ 2か所以上から給与の支払を受けており，他の給与支払者に｢給与所得者

の扶養控除等(異動)申告書｣を提出している(乙欄適用者)。

・年末調整時にまだ｢給与所得者の扶養控除等(異動)申告書｣を提出して

いない(乙欄適用者)。

・年の中途で退職した者で， （ｱ)のどの項にも該当しない。

・非居住者である。

・継続して同一の雇用主に雇用されていない。 （日額表丙欄適用者）
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イ年末調整を行う時期

年末調整は，本年最後の給与の支払をするときに行うことになっている

ので通常は12月に行うが,年の中途で退職したり非居住者となったりした

場合は，その都度調整を行う。

ウ年末調整の事務手順

、
（
特
定
増
改
築
等
）
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
申
告
書
」

粛兼
一

「
基
礎
控
除
申
告
書

「
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
」

「
保
険
料
控
除
申
告
書
」

〉 (年税額計算の準備）給与総額，

徴収額の集計

：
｜丁鳥
受理と内容確認

l l l

受理と

内容確認
ノ

、l／

、

給与所得控除後の

給与等の金額の計算

↓
課税給与所得

-＞

金額の計算

↓

給与所得控除後の

給与等の金額の計算

課税給与所得

金額の計算

（
税
額
控
除
）

〉 (年税額の計算）(所得控除）

’ー ノ

↓
、

｝ （税額の徴収，納付
又は造

ノ

又は還

過不足額の精算

↓ ↓ 付）

不足額の徴収，納付過納額の還付

※国税庁「年末調整のしかた」参照
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3－3給与・諸手当

4住民税
住民税とは，住所地の県に納める県民税と市・町に納める市・町民税を合計したものをいう。税金

を負担する能力がある人が均等の額によって負担する「均等割」 とその人の所得金額に応じて負担す

る 「所得割」がある。

(1)基準日

住民税の基準日は1月1日の住所地となる。 したがって年の中途でA市からB市に転居した場合

でも， 1月1日の住所地がA市であれば住民税の課税はA市が行う。

(2)課税対象

住民税の課税対象となるのは，前年の1月1日～12月31日までの1年間の所得である。前年に

所得がない新規採用者等の場合には課税されない。また，生活保護法による生活扶助を受けている

人や，未成年者，障害者，寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下（給与所得者の場合，

年収2,044,000円未満）の場合も課税されない。

(3)納税

6月から次年5月までの毎月の給料から天引きにより納税する （特別徴収という） 。住民税は所

得があった年から，約半年遅れの後払いになっているため，たとえ，退職して収入のない人や，無

給休職で収入のない人の場合でも，住民税の納税が必要な場合がある。

(4)計算方法

住民税は県民税と市・町民税を併せて計算する。住民税には所得に応じて計算する所得割と，原

則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算する。

["1-厩≠ {加成鰯腿1 ≠蝿~|市均鮮1
市・町民税

均等割

県民税

均等割
市・町民税

所得割

県民税

所得割
住民税

ア所得割の計算

県民税＝課税所得金額× 4％

市・町民税＝課税所得金額× 6％

※課税所得金額の所得の計算方法は所得税と基本的には同じだが，所得控除額は,人的控除(基

礎控除，扶養控除，本人控除等）の金額が異なるほか，生命保険料控除及び地震保険料控除の

計算方法が異なる。

イ均等割の計算

県民税 2，000円

市・町民税 3，500円

※県民税均等割額2，000円のうち500円は， 「いしかわ森林環境税」 として，森林環境保全の

ために使われる。

(5)その他

前年に所得がある新規採用者等に住民税の納付書が直接自宅へ送られてくる場合があるが，教育

事務所に連絡し手続きすることによって，他の職員|司様，給料天引きできる場合がある。

講師の場合は給与から天引きされないので，市町より送られてくる納付書により納入する。
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